
１ 黒瀬地域と学校沿革誌

周知のように，明治４（１８７１）年，文部省が設置され，翌５年，「学制」が発布される。「学制」は日本におけ

る近代学校教育制度に関する最初の基本法令である。その発布にさきだって達せられた太政官布告２１４号（「学事

奨励に関する被仰出書」）は，「学制序文」として知られる。「学問は身を立るの財本ともいふべきものにして人

たるもの誰か学ばずして可ならんや」，「必ず邑に不学の戸なく家に不学の人なからしめんことを期す」と謳い，

国民教育の理念を示した１。いよいよ近代学校教育制度が始動する。

近代学校教育はどのように展開したか。地域レベルでどのような様相がみられたか。本稿では，広島県賀茂郡

黒瀬地域を事例に，前稿までの作業をふまえ，とくに初等教育の展開過程を跡づけたい２。

黒瀬地域（現在の東広島市黒瀬町）は，県中南部の賀茂台地の小盆地に位置し，二級河川の黒瀬川が中心部を

流れる。黒瀬川やため池を主要な灌漑水源とする耕作地が広がる農村地帯である。近代を通じ，黒瀬地域は農業

以外の産業の成長は微弱であり，純農村集落としての性格が強かった。近年は広島市や呉市などの周辺都市のベ

ッドタウンとして開発が進み，人口増加傾向にあるが，それまでは著しい人口収容力の増大もとくにみられず，

大正末年で世帯２２００弱，人口９６００弱であった。

黒瀬地域の初等教育事情を考察する資料として，町内の５小学校に所蔵される学校沿革誌を主に利用する。各

校に伝わる学校沿革誌は，明治期から現在にいたるまで，１世紀をこえるあいだ，その初等教育事情を記録しつ

づける基本資料である３。いまなお沿革のつづきが書き継がれている，いわば現役の資料である。学校沿革誌は，

沿革を記述するというその基本的性格上，児童の学校生活や教員の教育実践などを詳細に追うことのできるもの

ではない。学校の日常を伝える内容に乏しい学校沿革誌類は，これまでの教育史研究において，必ずしも積極的

な意義が見出されてきた資料とはいえない。しかし，学校日誌などの他の学校資料に恵まれず，また役場資料も

欠く黒瀬地域のようなところにあっては，当時の初等教育に関する情報を与えてくれる資料として重要である。

本稿では，研究蓄積の薄い瀬戸内農村地帯のひとつとして黒瀬地域に光を当てる。以下，限られた資料にもと

づく考察ながら，この地域に展開された初等教育の様相の一端を明らかにしたい。

２ 近代小学校の始動

「学制」は学区制を導入し，全国を８大学区（翌年，７大学区に変更），各大学区を３２の中学区，各中学区を２１０

の小学区に分けた。原則，１小学区に１小学校を設置し，全国に５３７６０の小学校を設けることを構想した。黒瀬

の各村でも小学校が設立されるようになる４。たとえば，『板城西尋常小学校沿革誌』には「明治五年八月学制ヲ

頒布シテ大ニ普通教育ヲ振起セリ，之ニ於テ乎邦内至ル所漸次ニ学校ヲ設立シ日ニ増シ月ニ盛ニ教育ノ普及ヲ図

リシヲ以テ我村モ亦此学制ニ基キ明治五年十月本村大字国近ニ一ノ学校ヲ設立シ興譲館ト称ス，是本校ノ嚆矢ナ

リ」と記述されている。戦前までの尋常小学校や国民学校の歴史に連なる近代学校の登場であった。

各村における小学校の創業状況は表１のとおりである。ほとんどの学校が，新築校舎をもたず，民家や寺社の

一部を借用して発足している５。近代学校が息吹いた最初期の状況が伝わり，興味深い。上述の国近森近村の「興

譲館」が「明治七年三月字長通ト云ヘル地ニ校舎ヲ新築シ長通公立小学校ト改称セリ」というのは，新築校舎を

もつ早い例である。他校の多くは，明治１０‐２０年代に自前の校舎を整えるようになる。横山小学校のように，明

治１６（１８８３）年に新校舎を建設するまで，何度か教場を移しつつ（黒川家宅・小河家宅・四通田家宅・薬師堂な

ど），校地を定めていった学校もあった（『中黒瀬尋常小学校沿革誌』）。
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また，「学制」期の学校概況について，各校の沿革誌の記述と一部異同があるが，『文部省年報』によって整理

し，表２に示した。

小学校の課程は，上等小学と下等小学にわかれ，原則，６～９歳の児童は下等小学に在学し，１０～１３歳までの

児童は上等小学に通うことが求められた。黒瀬の各校は，下等小学であった。それぞれの小校は，６歳以上の児

童に修業年限４年の教育課程を提供する，国民教育の基礎機関として役割を果たした。

各校の教科目はほぼ共通し，津江村の「遂倫館」を例にみると，「綴字，習字，単語ノ読方，算術，修身，単

語ノ諳誦，会話ノ読方，単語ノ書方，読本ノ読方，会話ノ諳誦，地理ノ読方，養生法ノ口授，会話ノ書取，読本

輪講，地理輪講，物理学輪講，書牘文法」などである。教科書は「五十音いろは図，単語図，連語図，濁音図，

半濁音図，色図，日本数字掛図，算用数字掛図，羅馬数字掛図，加算九九図，減算九九図，乗算九九図，除算九

九図，単語編，学問ノ勧メ，啓蒙天地文，地球ノ文，究理問答，天変地異，窮理図解，地理初歩，日本国尽，世

界国尽シ□，日本地図，万国地図」などを用いたようである。以降，「小学読本，三字経，大統歌，小学算術書」

（明治８年），「日本地誌略，万国地誌略，日本史略，万国史略」（同９年）などの書目もあがっている（『下黒瀬

尋常高等小学校沿革誌』）。

当時の小学校の進級は，現在のような年齢主義の学年制によらず，課程主義の等級制によった。明治１０年代ま

で等級制を採用し，のちに学年制に移行した。各校ともそうであり，たとえば，国近森近村の「興譲館」では，

下等小学の４年課程は全８級からなり，児童は各級を６ヵ月で進級した。したがって，「学齢児童ノ初メテ入学

セシモノヲ八級トシ次第ニ進テ一級ニ至リ全科卒業スルニハ四年ヲ要」した（『板城西尋常小学校沿革誌』）。

進級するためには幾度かの試験に及第する必要があった。「興譲館」でも，県が示す「小学校教則及校則」（明

治１１年）にもとづき，「三様」の試験を実施していたようである。第１の「尋常試験」は「毎月末之ヲ行ヒ一組

中ノ座次ヲ進退ス」るものであり，第２の「定期試験」は「毎級ノ終リニ之ヲ行ヒ」，第３の「卒業試験」は「全
ママ

科卒業ノ終リニ之ヲ行ヒ，各級ニテ学修セシ所ヲ試験スルモノニシテ，毎科ノ点数五分ノ二以上ヲ得ルモノヲ級

第トシ以下ヲ落第トス」と定められていた。児童は下等小学の課程を修了するまでに，毎月の「尋常試験」，６

ヵ月ごとの「定期試験」，４年目の「卒業試験」を受けなければならなかった。

地区 板 城 上 黒 瀬 乃 美 尾 中 黒 瀬 下 黒 瀬

年度 校 名 教
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員
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校 名 教

員
生徒

校 名 教
員

生徒

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

明治７
（１８７４）

明新館（国近）
人
１

人
４５

人
１１ 強恕館（宗近柳国）

人
１

人
８５

人
１３ 精々舎

人
１

人
７８

人
１３ 慣成舎（大多田）

人
２

人
４５

人
１１ 遂倫舎（津江）

人
１

人
７５

人
２３

興譲館（国近） １ ６５ ２０ 誠議館（宗近柳国） １ ５５ ４３ 辿喬舎 １ ６５ ８ 文明舎（丸山） １ ５８ １８

遷新舎（小多田） ２ ６５ １１ 誠意館（南方） １ ４６ １０ 日新舎（丸山） １ ４６ ２６

誠治館（南方） １ ５３ １２ 明道舎（切田） １ ５９ ７

明治８
（１８７５）

明新館（国近森近） １ ４５ ２５ 強恕館（宗近柳国） １ ７７ ５ 精々舎 １ ７３ １１ 慣成舎（大多田） １ ３７ ４ 遂倫舎（津江） １ ４８ ５

興譲館（国近森近） １ ４２ １８ 誠意館（南方） １ ７３ １１ 辿喬舎 １ ５８ １１ 文明舎（丸山） １ ４２ ２０ 文精舎（兼沢） １ ４５ ０

誠議館（国近森近） １ １３ ０ 誠治館（南方） １ ９ ７ 明道舎（切田） １ ２５ １

遷新舎（小多田） １ １０ ７ 日進舎（楢原） １ ９２ １２

明治９
（１８７６）

森近学校（国近森近） １ ４０ １７ 宗近学校（宗近柳国） １ ７８ ９ 市野堂学校 １ ４０ １０ 大多田学校（大多田） １ ３５ ５ 津江学校（津江） １ ５０ ８

保田学校（国近森近） １ ４８ ２４ 柳国学校（宗近柳国） １ １２ ０ 八幡学校 １ ８２ １３ 丸山学校（丸山） １ ４５ １５ 兼沢学校（兼沢） １ ４７ ３

小多田学校（小多田） １ １１ ７ 南方学校（南方） １ ７５ １５ 楢原学校（楢原） ２１３２ ２０

長貫学校（南方） １ １０ ８

明治１０
（１８７７）

保田学校（国近森近） １ ２４ ３ 宗近学校（宗近柳国） １ ５９ １ 乃美尾学校 １ ５５ ６ 楢原学校（楢原） １ ８２ ４ 津江学校（津江） １ ８０ ３

南方学校（南方） １ ２７ １０

地区
年度 板 城 上 黒 瀬 乃 美 尾 中黒瀬 下 黒 瀬

明治５
（１８７２）

興譲館（国近）
借用：木原眞昭宅

―――― ―――― 不明
遂倫館（津江）
借用：荒田岩十宅

明治７
（１８７４）

――――

宗近小学校（宗近柳国）
新築：藁葺校舎

精々舎（乃美尾）
借用：土居庵

――――
南方小学校（南方）
借用：井上佐郷宅

辿喬舎（乃美尾）
借用：不明

【表１】小学校の創業状況

【表２】「学制」期の小学校
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毎月，児童は席次を競わされ，学期末の試験に臨み，うまく及第し，進級してゆければよいが，落第の児童は

原級に留めおかれた。近世の手習所でも浚と呼ばれる試験があったが，それは学習奨励的な意味が強く，選抜的

な意味の強い試験ではなかった。競争的な試験に慣れない当時の人々にとって，重ねて試験を課す制度は，学校

を敬遠する一因となったともいわれる。このころの一般的状況として，少なくない児童が７～８級で退学したり，

在籍しても出席しなかったりしたことが指摘されている６。「興譲館」や他校の進級・原級留置状況は判明しない。

やや時代は下るが，長通学校や板城西尋常小学校に通った土肥金作（１８９３‐１９９３）は，自身の手記『回顧録』（１９９１

年）のなかで「実際には原級止めはほとんどなく，私の記憶では四年間にただ一人病身で常に床に臥して欠席し

がちの子が，しかも一回だけ落第したのみである」と回顧している。黒瀬の学校で進級や原級留置はそれほど問

題とならなかったのであれば，興味深い。

３ 「教育令」と小学校

明治１２（１８７９）年，「学制」が廃され，「教育令」が公布された。「自由教育令」とも通称される。修業年限の

短縮，住民選挙による学務委員の選出，私立小学校の設置などが進められた。修業年限は，「児童学齢間少クト

モ十六箇月ハ普通教育ヲ受クヘシ」と定め７，従来の修業年限８年を大きく短縮した。実情に即さない「学制」

を見直し，制度の弾力化がはかられた。

自由度が高い「教育令」は，しかしそれゆえ，学校教育の普及や定着の停滞を招くことともなったようである。

各校の『沿革誌』は，その混乱ぶりを「当時人民未ダ向学ノ度高カラズ随テ弊害百出シ自由教育ノ護起リ其極小

学校ニ関スル諸般ノ事情頗ル頽弛崩解殆ド収拾ス可ラザルノ境遇ニ至レリ」と記している（『板城西尋常小学校

沿革誌』など）。しかし，ことに小学校を直撃したという「頽弛崩解」の実態は詳らかでない。

明治１３（１８８０）年，はやくも「教育令」は改正されることとなる。この改正を受け，翌１４（１８８１）年，「小学

校教則綱領」が示された。小学校は，下等小学と高等小学の区分ではなく，初等科，中等科，高等科の三区分と

なった。黒瀬の各校は，初等科と中等科を課程に備えた。初等科，中等科はともに３年課程（全６級）である。

初等科の全６級を進み，卒業するまでに，毎級６ヵ月で都合３年かかる。その間にやはり幾度の試験が児童に課

された。試験は月次試験，定期試験，大試験に改称された。初等科の大試験に及第し，中等科に進んだ。

各校の教科目はほぼ同じであり，『下黒瀬尋常高等小学校沿革誌』の例から確認すると，初等科は「修身，読

書，習字，算術ノ初歩及唱歌，体操」，中等科は「修身，読書，習字，算術，地理，歴史，図画，博物，物理，

農業，商業，裁縫女
子，唱歌，体操」である。

ここでやや留意しておきたいのは，「修身」の位置づけについてである。改正前の「教育令」期，教科目は「読

書，習字，算術，地理，歴史，修身ノ初歩之ヲ必修科ト定メ」られており，「修身」は最末尾にあげられる教科

目の扱いであった。それが改正後，「修身」は筆頭教科目におかれるようになった。福沢諭吉の『学問のすヽめ』

が，教科書として使用が禁じられるようになるのも，このころである。

なお，この時期の各校の沿革誌の記述で興味深いのは，明治１７（１８８４）年の教員講習会受講に関するものであ

る。たとえば，『津江尋常小学校沿革誌』によると，講習は８週間の日程で行われ，「其学科ハ教育学伊沢修二
著 ，学校

管理法伊沢修二
著 ，心理学大意，小学礼儀広島師範学校

編 纂，教授法太田義弼
竹本重雄著，体操等」であった。「是実ニ教育学管理法ノ書籍ヲ

我津江小学校ニ適用シタル嚆矢ニシテ是ヨリ開発的教授法ヲ実施スルニ至レリ」と記している。他校の沿革誌に

も同様の記述がある。伊沢修二（１８５１‐１９１７）はアメリカ留学後，文部省で教科書編さんに従事し，東京師範学

校長や東京音楽学校長などを歴任した教育学者である。黒瀬の学校現場において，いよいよ欧米近代教育学にも

とづく教授法が試みられることとなった。

４ 小学教場の時代

明治１８（１８８５）年，再改正の「教育令」が発布された。これを受け，賀茂郡は「学区内幾多ノ小学校ト小学教

場トヲ設置」した。黒瀬の各校は，小学教場として開設された。たとえば，「乃美尾小学校」が「沖条小学教場」

と改称したように，他校も校名を小学教場に改めた（『乃美尾尋常小学校沿革誌』）。また，これに際して翌年，「宗

近小学校」と「南方小学校」は合併し，宗近柳国村に「片山小学教場」を開設している（『上黒瀬尋常高等小学

校沿革誌』）。

小学教場は，小学校の設置や維持が困難な地域に開設される簡易な教育機関であった。簡便な施設と組織をも
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って経済的負担を軽減し，地域の初等教育を普及するねらいがあった。すなわち，「小学教場ハ授業料ヲ徴収セ

ズ全ク連合村費ヲ以テ維持シ毎日三時間以内卑近ナル教育ヲ施シ以テ貧民就学ノ便ヲ得セシムル所」であり，「小

学校ハ組織完全ニシテ授業料ヲ徴収シ連合村費ヲ以テ其ノ経費ヲ補足シ適当ナル教員ヲ配置シ毎日五時間完全ナ

ル教育ヲ施ス所」であった８。「地ニ都鄙ノ別アリ人ニ貧富ノ差アリ」，「人民未タ向学ノ度高カラズ」状況にあっ

た当時，授業料を徴収せず，児童を長時間拘束しない小学教場は，そのスリムさゆえ，地域の実情に適し，初等

教育の普及と定着を基盤的に支える役割を果たすところがあったと思われる。小学教場として再出発した「片山

小学教場」などの各校がどのような教育内容を提供し，どのような評価を村民から得ていたかは，判明しない。

５ 簡易小学校の時代

明治１９（１８８６）年，初代文部大臣の森有礼は，「帝国大学令」，「師範学校令」，「中学校令」とならんで「小学

校令」を発布した。「小学校令」（第１次）により，小学校の課程は尋常小学科，高等小学科，簡易小学科の３つ

となった。尋常小学校と高等小学校を基本機関とし，地域の事情によって尋常小学校に代用する機関として簡易

小学校が認められた。

翌年，黒瀬の各校は簡易小学校となったことが，各校の沿革誌に記されている。たとえば，「長通小学教場」

は「国近簡易小学校」となり，「片山小学教場」は「柳国簡易小学校」となった。簡易小学校は小学教場の系譜

上にある教育機関であった。引き続き授業料は徴収しなかった。表３に示すように，県や郡の小学校の多くも，

このような簡易小学校であった９。

各校の沿革誌に記されるように，簡易小学校の修業年限は３年，教科目は「読書・作文・習字・算術」であっ

た。これに対し，尋常小学校の修業年限は４年，教科目は「修身・読書・作文・習字・算術・体操」であり，「土

地ノ状況ニ依リテハ図画唱歌裁縫ノ一科若クハ数科ヲ加フルコトヲ得」た。授業時間も異なり，簡易小学校は週

１８時，尋常小学校は週２５時半ないし２８時半であった。

興味深いのは，詳細は判明しないが，明治２０（１８８７）年，「乃美尾簡易小学校」は「卒業后一ヶ年ノ温習科ヲ

設置」している。「柳国簡易小学校」と「横山簡易小学校」も温習科を設置し，卒業生に１年の補習課程を用意

している。温習科は，既修の主要な教科を補習させる課程である。温習科設置の動向は，村民において，簡易小

学校の提供する３年課程で満足せず，尋常小学校の４年課程程度を求める一定程度の層の形成があったことを示

唆する。さらに「柳国簡易小学校」は，同年中に「柳国小学校ト称シ」たともいうから，尋常小学校の組織を具

備したということであろうか。そうであるならば，郡内でも他校にさきんじた改組であったといえる。

６ 村の尋常小学校

市町村制の整備にあわせ，明治２４（１８９１）年，「小学校令」が改正（第２次）された。これにより，簡易小学

校の制度は廃され，各校は「尋常小学校」としてスタートする。たとえば，明治２２（１８８９）年，宗近柳国村と南

方村が合併し，上黒瀬村が発足しており，「柳国小学校」は「上黒瀬尋常小学校」と改称している。黒瀬地域で

は，板城西尋常小学校，板城南尋常小学校，上黒瀬尋常小学校，乃美尾尋常小学校，天神尋常小学校，横山尋常

小学校，笹川尋常小学校，津江尋常小学校が開設された。

尋常小学校は，地域の実情に応じ，３年制または４年制を選択することができた。詳しくはわからないが，乃

美尾尋常小学校と天神尋常小学校の２校は４年制を採用し，他校は３年制であった。

年 度 賀 茂 郡 広 島 県

和暦 西暦 簡 易 尋 常 高 等 合 計 簡 易 尋 常 高 等 合 計

明治２０ １８８７
校 ％

－ －
校 ％

－ －
校 ％

－ －
校 ％

６７ －
校 ％

７２４（８２．５）
校 ％

１３７（１５．６）
校 ％

１７（１．９）
校 ％

８７８（１００．０）

明治２１ １８８８ ６３（８６．３） ９（１２．３） １（１．４） ７３（１００．０） ６７８（７６．７） １８４（２０．８） ２２（２．５）８８４（１００．０）

明治２２ １８８９ ６８（８７．２） ９（１１．５） １（１．３） ７８（１００．０） ６９８（７６．６） １９１（２１．０） ２２（２．４）９１１（１００．０）

明治２３ １８９０ ６８（８７．２） ９（１１．５） １（１．３） ７８（１００．０） ６７６（７４．２） ２１２（２３．３） ２３（２．５）９１１（１００．０）

【表３】小学校種別校数

＊『広島県統計書』による。

梶 井 一 暁
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板
城
西
尋
常
小
学
校

板
城
南
尋
常
小
学
校

上
黒
瀬
尋
常
小
学
校

乃
美
尾
尋
常
小
学
校

横
山
尋
常
小
学
校

天
神
尋
常
小
学
校

笹
川
尋
常
小
学
校

津
江
尋
常
小
学
校

備
考

明
治
２４
年

（
１８
９１
）

明
治
２８
年

（
１８
９５
）

明
治
３３
年

（
１９
００
）

明
治
３８
年

（
１９
０５
）

明
治
４３
年

（
１９
１０
）

大
正
４
年

（
１９
１５
）

M
２４
：
３
年
制
施
行

M
２８
：
補
習
科
設
置

M
３３
：
補
習
科
廃
止

M
３３
：
４
年
制
施
行

M
３５
：
裁
縫
科
設
置

M
４１
：
６
年
制
施
行

M
２４
：
３
年
制
施
行

（
以
下
，
不
明
）

M
２４
：
３
年
制
施
行

M
２６
：
補
習
科
設
置

M
２９
：
補
習
科
廃
止

M
２９
：
４
年
制
施
行

M
３６
：
裁
縫
科
設
置

M
３６
：
高
等
科
併
置

（
２
年
制
）

M
４１
：
６
年
制
施
行

M
４１
：
高
等
科
廃
止

T
８
：
高
等
科
併
置

（
２
年
制
）

M
２４
：
４
年
制
施
行

M
２６
：
補
習
科
設
置

M
３０
：
補
習
科
廃
止

M
３５
：
裁
縫
科
設
置

M
４１
：
６
年
制
施
行

T
３
：
高
等
科
併
置

（
２
年
制
）

M
２４
：
３
年
制
施
行

M
３５
：
裁
縫
科
設
置

M
２４
：
４
年
制
施
行

（
以
下
，
不
明
）

（
以
下
，
不
明
）

M
２４
：
３
年
制
施
行

M
２５
：
補
習
科
設
置

M
２８
：
補
習
科
廃
止

M
２８
：
４
年
制
施
行

M
３３
：
裁
縫
科
設
置

M
４１
：
６
年
制
施
行

M
４４
：
高
等
科
併
置
延
期

T
３
：
下
黒
瀬
尋
常
小
学
校
改
称

T
３
：
高
等
科
併
置
（
２
年
制
）

� � � �

明
治
２４
（
１８
９１
）
年

小
学
校
令
（
２
次
）

３
～
４
年
義
務
教
育
制（
有
償
）

� � � �

明
治
３３
（
１９
００
）
年

小
学
校
令
（
３
次
）

４
年
義
務
教
育
制（
無
償
）

� � � �

明
治
４１
（
１９
０８
）
年

小
学
校
令
（
４
次
）

６
年
義
務
教
育
制（
無
償
）

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

M
３８
：
中
黒
瀬
尋
常
小
学
校
開
設
（
３
校
合
併
，
４
年
制
）

中
黒
瀬
尋
常
小
学
校

M
４１
：
６
年
制
施
行

T
３
：
高
等
科
併
置

（
２
年
制
）

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

M
４４
：
板
城
尋
常
小
学
校
開
設
（
２
校
合
併
）

備
考

板
城
西
国
民
学
校

上
黒
瀬
国
民
学
校

乃
美
尾
国
民
学
校

中
黒
瀬
国
民
学
校

下
黒
瀬
国
民
学
校

昭
和
１６
（
１９
４１
）
年
の
「
国
民
学
校
令
」
に
よ
っ
て
国
民
学
校
が
発
足
す
る
。
義
務
教
育
年
限
は
８
年
で
あ
り
，
国
民
学
校
は
初
等
科
６
年
，
高
等
科
２
年
か
ら
な
る
（
た
だ
し
，
高
等
科
義
務
制
実
施
は
無
期
延
期
）。

国
民
学
校
は
昭
和
２２
（
１９
４７
）
年
ま
で
継
続
す
る
。「
教
育
基
本
法
」
に
も
と
づ
く
新
制
学
校
が
整
備
さ
れ
，
国
民
学
校
は
廃
止
さ
れ
る
。

年
度

a
．
村
経
常
費

b
．
小
学
校

経
常
費

c
．
教
育
費
比
率

（
b
/a
）

明
治
２
２
１
８
８
９

円
２
９
０
．６
２
１

円 －
％ －

明
治
２
３
１
８
９
０

５
５
６
．５
３
１

－
－

明
治
２
４
１
８
９
１

６
２
６
．２
４
０

２
３
８
．６
０
０

３
８
．１
０

明
治
２
５
１
８
９
２

６
７
１
．２
９
２

２
９
９
．５
８
０

４
４
．６
３

明
治
２
６
１
８
９
３

７
６
７
．０
３
６

３
２
４
．２
０
０

４
２
．２
７

明
治
２
７
１
８
９
４

６
０
６
．１
５
０

２
３
９
．４
０
５

３
９
．５
０

明
治
２
８
１
８
９
５

８
７
０
．１
１
９

３
０
３
．８
７
５

３
４
．９
２

明
治
２
９
１
８
９
６

９
０
９
．６
６
６

３
３
０
．９
９
０

３
６
．３
９

明
治
３
０
１
８
９
７
１
５
６
４
．９
０
６

４
９
１
．７
２
１

３
１
．４
２

明
治
３
１
１
８
９
８
１
０
０
５
．５
５
１

４
０
４
．７
３
０

４
０
．２
５

明
治
３
２
１
８
９
９
１
２
０
５
．０
０
０

４
６
４
．０
０
０

３
８
．５
１

明
治
３
３
１
９
０
０
１
２
０
５
．０
０
０

４
６
４
．０
０
０

３
８
．５
１

明
治
３
４
１
９
０
１
２
０
７
５
．０
０
０

６
３
５
．０
０
０

３
０
．６
０

明
治
３
５
１
９
０
２
２
２
４
６
．０
０
０

５
６
８
．０
０
０

２
５
．２
９

明
治
３
６
１
９
０
３
２
３
５
０
．０
０
０

６
２
７
．０
０
０

２
６
．６
８

明
治
３
７
１
９
０
４
１
７
６
９
．０
０
０

５
０
４
．０
０
０

２
８
．４
９

明
治
３
８
１
９
０
５
２
０
０
９
．０
０
０

６
０
４
．０
０
０

３
０
．０
６

明
治
３
９
１
９
０
６
１
９
５
３
．０
０
０

６
３
６
．０
０
０

３
２
．５
７

明
治
４
０
１
９
０
７
２
２
７
２
．０
０
０

７
１
３
．０
０
０

３
１
．３
８

明
治
４
１
１
９
０
８
２
５
８
７
．０
０
０

９
２
６
．０
０
０

３
５
．７
９

明
治
４
２
１
９
０
９
２
５
１
８
．０
０
０
１
０
０
１
．０
０
０

３
９
．７
５

明
治
４
３
１
９
１
０
２
５
３
４
．０
０
０
１
０
６
２
．０
０
０

４
１
．９
１

明
治
４
４
１
９
１
１
５
１
４
０
．０
０
０
２
８
７
５
．０
０
０

５
５
．９
３

明
治
４
５
１
９
１
２
２
８
６
９
．０
０
０
１
０
４
３
．０
０
０

３
６
．３
５

校
名

記
述

内
容

備
考
（
※
）

板
城
西
尋
常
小
学
校

な
し

明
治
２５
（
１８
９２
）年
度
，
同

３０
～
３１
（
１８
９７
～
９８
）年
度

板
城
南
尋
常
小
学
校

不
明

明
治
２５
（
１８
９２
）
年
度

上
黒
瀬
尋
常
小
学
校

マ
マ

此
ノ
月
始
メ
テ
授
業
料
ヲ
徴
収
ス
，其
ノ
方
法
ハ
生
徒
ノ
学
年

及
貧
富
ノ
程
度
ニ
依
リ
総
テ
十
等
ニ
分
チ
一
人
一
ヶ
月
ノ
最
多

額
六
銭
五
厘
最
少
額
壱
銭
ト
ス（
明
治
２６
（
１８
９３
）年
１
月
）

三
月
限
リ
授
業
料
ヲ
廃
セ
リ
，
然
レ
ド
モ
従
来
徴
収
ス
ル
額

僅
少
ナ
リ
シ
故
カ
別
ニ
就
学
ニ
影
響
ヲ
見
ザ
ル
ナ
リ
キ
（
明

治
３０
（
１８
９７
）
年
３
月
）

横
山
尋
常
小
学
校

な
し

天
神
尋
常
小
学
校

不
明

笹
川
尋
常
小
学
校

不
明

乃
美
尾
尋
常
小
学
校

な
し

明
治
２５
（
１８
９２
）～
３３

（
１９
００
）年
度

津
江
尋
常
小
学
校

マ
マ

此
月
始
メ
テ
授
業
料
ヲ
徴
収
ス
，其
方
法
ハ
生
徒
ノ
学
級
及

貧
富
ノ
程
度
ニ
依
リ
三
等
ニ
分
チ
一
人
一
ヶ
月
ノ
最
多
額
三

銭
最
少
額
一
銭
五
厘
ト
ス
（
明
治
２６
（
１８
９３
）年
１
月
）

【
表
４
】
各
尋
常
小
学
校
の
課
程
の
変
遷

※
板
城
南
尋
常
小
学
校
，
天
神
尋
常
小
学
校
，
篠
川
尋
常
小
学
校
に
つ
い
て
は
，
学
校
沿
革
誌
の
伝
存
を
未
確
認
の
た
め
，
不
明
で
あ
る
。
な
お
，
表
中
の
M
は
明
治
，
T
は
大
正
を
示
す
。
西
暦
は
左
欄
を
参
照
の
こ
と
。

【
表
５
】乃
美
尾
村
の
教
育
費
支
出
状
況（
１８
８９
‐１
９１
２
）

【
表
６
】
各
校
の
沿
革
誌
に
み
え
る
授
業
料
徴
収
に
関
す
る
記
述

※
『
広
島
県
学
事
年
報
』
か
ら
，
授
業
料
徴
収
の
あ
っ
た
こ
と
の
確
認
で
き
る
年
度
。

※
『
乃
美
尾
尋
常
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ここで留意しておきたいのは，各村に開設された尋常小学校が，村が自らの責任において維持すべき，はじめ

ての村立の小学校であったことである。すなわち，賀茂郡は「小学区ヲ廃シ随テ本郡共通経済ヲ止メ尋常小学校

ヲ設立維持スルハ其町村ノ義務ニ帰ス，因テ本校モ本村ノ公立トナ」った（『下黒瀬尋常高等小学校沿革誌』な

ど）。このことは，各村は自身の村費をもって小学校を運営しなければならないこと，そして児童を通わせる保

護者から授業料を徴収しなければならないことを意味した。これまで，各村の小学校運営は，小学教場時代や簡

易小学校時代に確認されるように，「全ク連合村費」や「共通経済」によった。各村にとって，自身の責任をも

って教育費を負うことは，はじめての事態であった。授業料の徴収についても，明治初期の一時期を除き，村民

は授業料を支払うことなく，児童を小学校に通わせてきたから，村民に馴染みのない経験であった。村と村民は

どのように応じたのであろう。

第１に，村はどう教育費を確保したか。各校の沿革誌は「明治二十五年四月改正小学校令ノ全部施行セラルヽ

ヲ以テ教育上ノ設備ハ町村ノ責務ニ帰シタルニ依リ普通教育モ漸次旺盛ニ至ル可キ筈ナルモ之ヲ実際ニ徴スルニ

否ラズ，思フニ町村ニ於テハ支弁スベキ費途多端ニシテ独リ教育事業ニ費事能ハザル情況ト又教育ノ事タル無形
ママ

ニシテ其成蹟ヲ永遠ニ期スルモノナルニ依リ他事業ノ如ク眼前ニ於テ其効果ヲ見ル能ハザルニ依リ之ニ熱心スル

モノ少キニ職由ス，然レトモ之ヲ数年ノ前ニ比スレバ稍其面目ヲ改メルニハ相違ナカルベシ」という内容を記し

ている（『板城西尋常小学校沿革誌』など）。「小学校令」（第２次）によって各村に小学校設置義務の原則がもち

こまれた。しかし，これに即応しうる財政面と意識面での準備がない村側の実情が看取される。先述のように，

黒瀬の各村や賀茂郡の多くの村はこれまで尋常小学校を設置できず，簡易小学校で代用してきた。国の発する法

令によって村の状況が一変するわけではなく，国の方策と村の実態のあいだにずれがあったことがわかる。それ

でも「数年ノ前ニ比スレバ稍其面目ヲ改メルニハ相違ナカルベシ」と述べられているように，村は次第に実態を

具備しつつあった。

それでは，村はどの程度の教育費を確保していたのか。各村の教育財政に関するまとまった資料の残存は確認

できず，ここでは『乃美尾尋常小学校沿革誌』に「村経常費」と「小学校経常費」の一覧が所収されているので，

明治期分を表５に紹介した１０。「村経常費」に占める「小学校経常費」の比率，すなわち教育費比率を整理したの

が図１である。参考までに大正末年までを図示している。

教育費比率の推移をみると，明治末年まで，小学校経常費は村経常費のおよそ２０～４０％台の範囲で充てられて

いる。その増減にとくに一定の傾向は読みとりがたいように思われる１１。大正期にはいると，教育費比率はやや

右肩あがりの増大傾向のもと，およそ５０％前後で安定的に推移しているようである。明治・大正期の推移をどう

考察すべきか。乃美尾村が明治期の試行錯誤の経験を経て，大正期，自身の村の財政規模に照らし，そこから割

くべき教育費の適正規模をつかみつつあったといえようか。各村は異なる財政規模をもつが，「支弁スベキ費途

多端」のなか，「教育事業ニ費」やすべき額を定めていくまでの経過は，同様のような事情があったかもしれな

い。

第２に，授業料徴収に対する村民の反応はどうであったか。各校の沿革誌はあまり授業料徴収に関することを

記しておらず，詳しいことはわからない。表６に示したように，上黒瀬尋常小学校と津江尋常小学校の沿革誌に

若干の記述がある。上黒瀬尋常小学校で月額最多６銭５厘，最少１銭，津江尋常小学校で月額最多３銭，最少１

銭５厘を徴収したようである。県の授業料規則は月額１銭以上３０銭（あるいは５０銭）以下と定めていたから，両

校の授業料は少額に押さえられた設定であったといえる。そして，上黒瀬尋常小学校で観察されるところ，「僅

少」の授業料徴収（廃止）は，村民の就学動向に大きな影響は与えなかったようである。

なお，『広島県学事年報』によると，学校沿革誌に授業料徴収に関する記述を留めない他校も，授業料徴収を

行うことがあったようである。詳細は不明である。

７ 学校と村民

村の尋常小学校として各校が村のなかにその位置を得ていく過程において，村民との協力関係が重要であっ

た。村の学校は，村民に支えられて存立した。

たとえば，『下黒瀬尋常高等小学校沿革誌』をみると，さまざまの学校行事が，学校と村民をつなぐ接点とな

っていたことがわかる。学芸会，作品展覧会，談話会，幻灯会などがそうであり，なかでも運動会の果たした役

割は大きかった。運動会が秋季の恒例行事化し，多数の保護者ら村民が参観した。多いときには５００人（明治４２

〈１９０９〉年１１月），１０００人（同４３年１０月），２０００人（同４４年１０月）の参観者を集め，中黒瀬村や郷原村からも児童

梶 井 一 暁
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や職員がやってきたという。運動会が村民の大きな関心を集める村ぐるみのイベントとなるのである。

また，下黒瀬村では，村民が運動場（体操場）の工事に協力することがあった。「小学校令」（第３次）によっ

て「体操」が尋常科の必修科目と定められ，体操場は学校が整えるべき重要な教育環境となった。明治４３（１９１０）

年，津江尋常小学校では「体操場拡張工事ヲナス」こととなり，「隣地タル畑ヲ七畝余歩ヲ買収シ一部埋立テ一

部ニ学校園ヲ移」した。「之ガ工事ハ村民各戸ノ労力寄附ヲ以テナシ各二日間出デタル，其工事ノ大ナルニモ抱

ラズ村民ノ熱心ニヨリ遂ニ成就シタ」という。翌年も村民は「本校運動場地均シノ為メ下黒瀬村ヲ五部ニ分チ毎

日午前午後ニ出役」した。３日がかりの作業であった。このような村民の協力は，村民が自身の村の学校として

その維持をより積極的に意識するようになったことの一端をあらわしているであろう。

学校も，農繁期休業を設定したり，村祭りの日を休業にしたり，村の状況を考慮した学年暦を工夫した。

村の行財政的な基盤が整えば，ただそれで学校を維持しえたわけではない。下黒瀬村の事例は，学校と村民の

協調的な関係が，村の学校としてのその存立を支える重要な要素となったことを，よく示していよう。他村につ

いても，同様な状況がみられたと推察されるが，各校の沿革誌には詳しい記述がなく，ここでの言及は控える。

８ 就学動向

近代日本で初等教育の普及に成功し，比較的短い期間で高い就学率を達成したことは，よく知られている。広

島県と賀茂郡の就学率（男女平均）を確認しておくと，つぎのようになる１２。

明治１０年代なかごろ，県の就学率は５０％をこえた。郡の就学率も同様である。県では１０年代おわりから２０年代

はじめにかけて，郡では２０年代はじめに就学率の伸びない時期があったものの，県では３０年代はじめ，郡では２０

年代なかごろには６０％に届いた。そして，県の就学率は３０年代なかごろまでに８０％をこえると，明治３４（１９０１）

年には９０％に達した。翌年，郡の就学率は９０％に達している。明治３３（１９００）年，「小学校令」（第３次）によっ

て４年制の無償義務教育制度が整備されている。以後も就学率は上昇し，県では明治末年までには，ほぼ完全就

学となるにいたった。郡では県にややさきんじて，３０年代おわりから４０年代はじめにかけて，ほぼ完全就学の状

態におよんでいる。

黒瀬の就学動向はどのようであったか。各校の沿革誌におさめられている「学齢児童就学歩合累年比較」を整

理し，表７に示した。図２には「就学歩合」（以下，就学率）の推移を示した。

黒瀬全体の就学動向としては，県や郡の就学動向と大きく異なるものではないようである。黒瀬の就学率（男

女平均）は，県や郡の就学率と同様，明治３０年代はじめには８０％をこえる。３０年代なかごろまで８０％台で推移

し，９０％に達するのは明治３７（１９０４）年度であるから，県や郡にやや遅れる。黒瀬全体の就学率の９０％への到達

は，県や郡と同様，「小学校令」（第３次）によって無償義務教育制度が整ってからであった。その後，明治末年

まで，いくらかの凹凸を描きながら，完全就学に近づいていった。

黒瀬全体の就学動向としていえば，以上のようであるが，各村で特色がみられる。

たとえば，上黒瀬村の就学動向は，県や郡を上回る進展をみせた。郡の男女平均就学率が６０％台を推移してい

た明治２０年代後半，同村のそれは８０％に達していた。９０％への到達も，郡に先行した。上黒瀬村の就学率は，「小

学校令」（第３次）の公布にさきだつ明治３１（１８９８）年度の時点で，すでに９０％を達成していた。

着目すべきは，上黒瀬村において認められる好調な女子の就学動向である。一般に男子の就学率は女子の就学

率よりも高く，男女差が存在した。郡では，明治２０年代に男子は７０％台で推移するのに対し，女子は５０％台にと

どまった。３０年代はじめ，男子は９０％に達し，女子は８０％に届くものの，完全就学に近づく３０年代おわりまで，

男女差は残った。上黒瀬村の場合，図３にみられるように，就学率の推移における男女差は小さかった。上黒瀬

村の男子の就学率が低かったわけではない。上昇する男子の就学率を女子の就学率が追い，明治３３（１９００）年の

「小学校令」（第３次）の公布の前年，はやくも女子の就学率は９０％をこえた。

乃美尾村でも，就学動向の進展がみられた。乃美尾村の就学率は，上黒瀬村と同じ明治３１（１８９８）年度に９０％

に達し，「小学校令」（第３次）の公布にさきだった。図４に示すように，乃美尾村の高い就学率を支えたのは，

やはり好調な女子の就学動向であった。「小学校令」（第３次）の公布の前年，すでに女子の就学率は９０％をこえ

ており，県や郡の推移に先行している１３。

もっとも，両村の就学動向，とくに女子の就学動向が活発であったことの理由や背景についてはよくわからな

い。社会経済状況の好転，村民の教育意識の醸成，就学督励策の効果，低額の授業料徴収・廃止，裁縫科の設置，

女性教員の採用，農繁期休業日の設定，運動会や学芸会の開催などがあったことは一般に考えられる。しかし，
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それらに加え，両村にどのような固有の要因があったのかは詳かでない。

さて，興味深い就学動向を示すのが下黒瀬村である。村全体の就学率としては県や郡の推移にさきんじるもの

の，女子の就学率は伸び悩んだ。図５に示すように，男子の就学率ははやい段階から高く，それが村全体の就学

率を押しあげた。一方，女子の就学率は，明治３０年代なかごろからおわりまで，県や郡の就学率を下回った。完

全就学に近くなる明治４０年代まで，男女差が残った。

また，県や郡では就学不振が解消されつつあった明治２０年代，下黒瀬村では「赤痢病流行」のため，就学不振

のあったことを『下黒瀬尋常高等小学校沿革誌』は記している。明治２６（１８９３）年，「該病猖獗ヲ極メ患者百有

余名，就中学校生徒十二名，死亡者四十有余名，就中学校生徒五名」を出し，「赤痢病死亡者遂吊会ヲ施行」し

た。明治３０（１８９７）年には「本村ハ赤痢病流行ノ屈指ノ区域ニテ且女生徒ノ就学振ルハザル故態々岡田郡書記ノ

出張ヲ煩シタルナリ」という記述もあり，事態の深刻さを伝える１４。同年，下黒瀬村では「父兄謹話会」を開催

し，「岡田郡書記ノ教育上衛生上ニ関スル演舌」を行い，就学不振の打開を図っている。「教育衛生幻灯会」も開

き，就学督励に努めている。「数百人」の参加を得たという。下黒瀬村の事例から，就学停滞の理由について，

これまで指摘されてきた経済不況，授業料徴収，尋常小学校の普及の遅れ，村民の就学意識の低さなどに加え１５，

地域によっては，流行病が就学問題の要因のひとつとなっていたことを指摘できるであろう。下黒瀬村の様相は，

衛生や医療の問題とのかかわりからも，教育の問題を観察する必要のあることを示す。

詳しい事情は判明しないが，就学動向の進展の鈍かったのが中黒瀬村である。村内の３校が合併し，中黒瀬尋

常小学校が発足する前年の明治３７（１９０４）年度には就学率は９０％をこえ，次第に完全就学に向かう。しかし，そ

れまでの就学動向は停滞気味であったようである。合併前の３校に関する情報が少なく，様相は定かでない。以

下，別の観点から，中黒瀬村の就学動向についてとりあげる。

９ 就学児童と出席児童

就学率と出席率に関する若干の考察を加えておきたい。ここまで，在籍児童数を学齢児童数で除して就学率（就

項目 学 齢 児 童 数 在 籍 児 童 数
年度 村 上黒瀬村 乃美尾村 中黒瀬村 下黒瀬村 合 計 上黒瀬村 乃美尾村 中黒瀬村

和暦 西暦 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計

明治２８ １８９５
人
１７２

人
１３１

人
３０３

人
１２５

人
１２３

人
２４８

人
１００

人
１１３

人
２１３

人
１６８

人
１７１

人
３３９

人
５６５

人
５３８

人
１１０３

人
１１５

人
７１

人
１８６

人
１３１

人
１０６

人
２３７

人
８６

人
４５

人
１３１

明治２９ １８９６ １３０ １０９ ２３９ １０３ ８５ １８８ ９４ １０７ ２０１ １８５ １７３ ３５８ ５１２ ４７４ ９８６ １１５ ８５ ２００ １１７ ７６ １９３ ６５ ４２ １０７
明治３０ １８９７ １５０ １２２ ２７２ ９８ ８２ １８０ ８７ １００ １８７ １８３ １５１ ３３４ ５１８ ４５５ ９７３ １３６ １０１ ２３７ １１０ ８０ １９０ ４５ ４０ ８５
明治３１ １８９８ １４０ １１７ ２５７ １０９ １０３ ２１２ ８３ １０１ １８４ １８８ １６２ ３５０ ５２０ ４８３１００３ １３１ １０４ ２３５ １２４ ９８ ２２２ ４３ ４９ ９２
明治３２ １８９９ １４２ １０９ ２５１ １０６ ９７ ２０３ ８３ １０１ １８４ １６７ １４７ ３１４ ４９８ ４５４ ９５２ １３６ １０２ ２３８ １２２ ９５ ２１７ ４３ ４９ ９２
明治３３ １９００ １４３ １１１ ２５４ １０４ ９２ １９６ ７８ １０５ １８３ １５９ １３８ ２９７ ４８４ ４４６ ９３０ １２８ １０４ ２３５ ８４ ９３ １７７ ４８ ６４ １１２
明治３４ １９０１ １４２ １０５ ２４７ １２４ ９１ ２１５ ９２ １１０ ２０２ １６８ １５６ ３２４ ５２６ ４６２ ９８８ １４５ ９３ ２３０ １３５ ９９ ２３４ ５３ ７４ １２７
明治３５ １９０２ １３２ １１０ ２４２ １１０ １０５ ２１５ ８５ １０７ １９２ １６１ １５５ ３１６ ４８８ ４７７ ９６５ １４７ １１７ ２６２ １２２ １１１ ２３３ ５２ ６１ １１３
明治３６ １９０３ １２４ １０６ ２３０ １１９ １０３ ２２２ ７３ ６１ １３４ １５４ １５０ ３０４ ４７０ ４２０ ８９０ １２０ ９６ ２１６ ９１ ９１ １８２ ５２ ４８ １００
明治３７ １９０４ １１８ １０５ ２２３ １２１ １０６ ２２７ ２８９ ２８１ ５７０ １４９ １４４ ２９３ ６７７ ６３６１３１３ １３３ １１７ ２６４ １３２ １１１ ２４３ ２８２ ２６２ ５４４
明治３８ １９０５ １３７ １２３ ２６０ １３０ １２１ ２５１ ２９４ ２８６ ５８０ １４７ １５２ ２９９ ７０８ ６８２１３９０ １５２ １４０ ２９７ １３２ ９２ ２２４ ２８３ ２６８ ５５１
明治３９ １９０６ １３８ １２１ ２５９ １２７ １０６ ２３３ ３０１ ２５９ ５６０ １５７ １５２ ３０９ ７２３ ６３８１３６１ １４１ １２１ ２５９ １４１ １１５ ２５６ ３０８ ２５８ ５６６
明治４０ １９０７ １３２ １２１ ２５３ １１４ ８４ １９８ ３０９ ２４３ ５５２ １７７ １７５ ３５２ ７３２ ６２３１３５５ １２９ １２１ ２５１ １２９ ９２ ２２１ ３０７ ２４２ ５４９
明治４１ １９０８ １３２ １２２ ２５４ １３２ １０２ ２３４ ２９６ ２３３ ５２９ ２１０ １７７ ３８７ ７７０ ６３４１４０４ １４０ ７３ １３９ １３２ １０２ ２３４ ２９４ ２３２ ５２６
明治４２ １９０９ １３１ １１６ ２４７ １３７ １１４ ２５１ ３０４ ２４６ ５５０ ２０９ １７４ ３８３ ７８１ ６５０１４３１ １２７ ７５ １５６ ９７ ８４ １８１ ３０３ ２４６ ５４９
明治４３ １９１０ １２３ ９６ ２１９ １１２ ８２ １９４ ３０９ ２３５ ５４４ ２１０ １７６ ３８６ ７５４ ５８９１３４３ １２１ ９６ ２１７ １１９ ８６ ２０５ ３０８ ２３５ ５４３
明治４４ １９１１ １２２ １１８ ２４０ １３３ １１５ ２４８ ３０４ ２５５ ５５９ ２１５ １８８ ４０３ ７７４ ６７６１４５０ １２０ １１８ ２３８ １３２ １１５ ２４７ ３０４ ２５５ ５５９
大正１ １９１２ １０８ １１５ ２２３ １３１ １０３ ２３４ ２９９ ２４４ ５４３ ２２２ １８３ ４０５ ７６０ ６４５１４０５ ７８ ８７ １６５ １３１ １０３ ２３４ ２９９ ２４４ ５４３
大正２ １９１３ １２８ １３１ ２５９ １３８ １２１ ２５９ ３０８ ２５２ ５６０ ２２７ １８９ ４１６ ８０１ ６９３１４９４ ８５ ９２ １７７ １２８ １２１ ２５９ ３０７ ２５１ ５５８
大正３ １９１４ １４６ １４４ ２９０ １４８ １２９ ２７７ ３０１ ２５６ ５５７ ２３１ １９６ ４２７ ８２６ ７２５１５５１ ８５ ８９ １７４ １４８ １２９ ２７７ ２９９ ２５５ ５５４
大正４ １９１５ １６４ １５９ ３２３ １４２ １３０ ２７２ ２８５ ２６９ ５５４ １９０ １７０ ３６０ ７８１ ７２８１５０９ ９０ ９１ １８１ １４２ １３０ ２７２ ２８３ ２６９ ５５２
大正５ １９１６ １１８ １１６ ２３４ １４７ １３０ ２７７ ２９３ ２８６ ５７９ ２３３ １９２ ４２５ ７９１ ７２４１５１５ ８７ ８９ １７６ １４７ １３０ ２７７ ２９１ ２８５ ５７６
大正６ １９１７ １１６ １２０ ２３６ １５０ １２３ ２７３ ２９４ ２７２ ５６６ ２３８ １８１ ４１９ ７９８ ６９６１４９４ ９３ ８８ １８１ １４９ １３８ ２８７ ２９２ ２７２ ５６４
大正７ １９１８ １２３ １１８ ２４１ １４７ １３０ ２７７ ２８０ ２７７ ５５７ ２３２ １８９ ４２１ ７８２ ７１４１４９６ １０１ ８９ １９０ １４７ １３０ ２７７ ２７８ ２７６ ５５４
大正８ １９１９ １２２ １０３ ２２５ １３３ １１８ ２５１ ２８０ ２７３ ５５３ ２１４ １９１ ４０５ ７４９ ６８５１４３４ ９８ ８２ １８０ １３２ １１８ ２５０ ２７８ ２７２ ５５０
大正９ １９２０ １２９ １０９ ２３８ １５０ １２８ ２７８ ２８０ ２７５ ５５５ １９５ １６６ ３６１ ７５４ ６７８１４３２ ９４ ７８ １７２ １５０ １２８ ２７８ ２７９ ２７２ ５５１
大正１０ １９２１ １２９ １０７ ２３６ １７５ １３１ ３０６ ２８０ ２７５ ５５５ ２１６ １９０ ４０６ ８００ ７０３１５０３ ９５ ８２ １７７ １７５ １３１ ３０６ ２７９ ２７２ ５５１
大正１１ １９２２ １１７ １０７ ２２４ １７１ １３２ ３０３ ２８９ ２７１ ５６０ ２１１ １８８ ３９９ ７８８ ６９８１４８６ ９２ ７９ １７１ １７０ １３２ ３０２ ２８８ ２７０ ５５８
大正１２ １９２３ １１８ １１０ ２２８ １６１ １３３ ２９４ ３０３ ２８５ ５８８ ２２６ １９３ ４１９ ８０８ ７２１１５２９ ８８ ８８ １７６ １６１ １３３ ２９４ ３０２ ２８２ ５８４
大正１３ １９２４ １１１ １０５ ２１６ １６９ １２５ ２９４ ３０６ ２８１ ５８７ ２１２ １９１ ４０３ ７９８ ７０２１５００ ７８ ７６ １５４ １５０ １３４ ２８４ ３０５ ２８０ ５８５
大正１４ １９２５ ９５ ８７ １８１ １５０ １３８ ２８８ ２９６ ２７６ ５７２ ２１３ １８９ ４０２ ７５４ ６９０１４４３ ７９ ７２ １５１ １５５ １３６ ２９１ ２９４ ２７５ ５６９
昭和１ １９２６ ９４ ９１ １８５ １５０ １３８ ２８８ ３３３ ３００ ６３３ ２０７ １９５ ４０２ ７８４ ７２４１５０８ ６８ ７３ １４ １５５ １３６ ２９１ ３３２ ３００ ６３２
昭和２ １９２７ １０９ １０３ ２１２ １５０ １３４ ２８４ ３０７ ２７１ ５７８ ２０５ １８８ ３９３ ７７１ ６９６１４６７ ７３ ７５ １４８ １６６ １３７ ３０３ ３０５ ２７０ ５７５
昭和３ １９２８ １０５ １１１ ２１６ １５８ １４１ ２９９ ３１６ ２８２ ５９８ １９０ １６５ ３５５ ７６９ ６９９１４６８ ７７ ８１ １５８ １５６ １３６ ２９２ ３１５ ２８１ ５９６
昭和４ １９２９ ９５ １０６ ２０１ １５０ １４７ ２９７ ２９５ ２８１ ５７６ １８４ １６８ ３５２ ７２４ ７０２１４２６ ７２ ８２ １５４ １５０ １４７ ２９７ ２９４ ２８０ ５７４
昭和５ １９３０ １０６ １０７ ２１３ １４１ １４０ ２８１ ２７０ ２６９ ５３９ １８３ １８８ ３７１ ７００ ７０４１４０４ ７６ ７６ １５２ １４１ １４０ ２８１ ２７０ ２６９ ５３９

【表７】学齢児童就学歩合累年比較

※一部数値のあわない箇所があるが，学校沿革誌に掲載されるままとした。「在籍児童数」は筆者が整理・集計して示した。
『中黒瀬尋常小学校沿革誌』には「就学歩合」の掲載がないため，「在籍児童数」を「学齢児童数」で除して算出した。ただし，１００％をこえる場合は１００％と表
示した。

梶 井 一 暁

―５０―



学歩合）とみて，検討してきた。それでは，学校に在籍する児童は，そのまま日々，通学する児童として，その

存在を把握してよいであろうか。

「学齢児童就学歩合累年比較」に掲載される数値について，当時の統計作業上の不備があることを考慮しなけ

就 学 歩 合
下黒瀬村 合 計 上黒瀬村 乃美尾村 中黒瀬村 下黒瀬村 平 均

男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計
人
１６５

人
６９

人
２３４

人
４９７

人
２９１

人
７８８

％
６６．８６

％
５４．２０

％
６１．３９

％
８８．４９

％
８１．３０

％
８３．２２

％
８６．００

％
３９．８２

％
６１．５０

％
９８．２０

％
４０．３０

％
６９．００

％
８４．８９

％
５３．９１

％
６８．７８

１６６ １２１ ２８７ ４６３ ３２４ ７８７ ８８．４６ ７７．９８ ８３．１８ ９５．１１ ８３．５３ ８９．８１ ６９．１５ ３９．２５ ５３．２３ ８９．２０ ６９．９０ ８０．２０ ８５．４８ ６７．６７ ７６．６１
１７７ １０６ ２８３ ４６８ ３２７ ７９５ ９０．６７ ８２．７９ ８７．１３ ８９．８９ ８９．０２ ８９．４６ ５１．７２ ４０．００ ４５．４５ ９６．７０ ７０．１０ ８４．７０ ８２．２５ ７０．４８ ７６．６９
１８２ １０４ ２８６ ４８０ ３５５ ８３５ ９５．７１ ８８．８９ ９１．４４ ９８．１０ ８７．３０ ９３．４０ ５１．８１ ４８．５１ ５０．００ ９６．８０ ６４．１０ ８１．７０ ８５．６１ ７２．２０ ７９．１４
１６３ １１１ ２７４ ４６４ ３５７ ８２１ ９５．７８ ９３．５８ ９４．８２ ９７．１１ ９２．７７ ９５．０７ ５１．８１ ４８．５１ ５０．００ ９７．６０ ７５．５０ ８７．２０ ８５．５７ ７７．５９ ８１．７７
１５８ １２０ ２７８ ４１８ ３８１ ８０２ ９１．６１ ９３．６９ ９２．５２１００．００１００．００１００．００ ６１．５４ ６０．９５ ６１．２０ ９９．４０ ８６．６０ ９３．６０ ８８．１４ ８５．３１ ８６．８３
１６６ １３４ ３００ ４９９ ４００ ８９１ ９５．７８ ８８．５７ ９３．１２１００．００１００．００１００．００ ５７．６１ ６７．２７ ６２．８７ ９８．８０ ８５．９０ ９３．５０ ８８．０５ ８５．４４ ８７．３７
１５７ １２８ ２８５ ４７８ ４１７ ８９３１００．００ ９７．２７ ９８．７６ ９７．００ ９５．００ ９６．００ ６１．１８ ５７．０１ ５８．８５ ９７．５０ ８２．６０ ９０．２０ ８８．９２ ８２．９７ ８５．９５
１５０ １２６ ２７６ ４１３ ３６１ ７７４ ９６．７７ ９０．５７ ９６．５２ ５２．００ ４７．００ ９８．００ ７１．２３ ７８．６９ ７４．６３ ９７．４０ ８４．００ ９０．８０ ７９．３５ ７５．０６ ８９．９９
１４０ １１０ ２５０ ６８７ ６００１３０１ ９８．３１ ９４．２９ ９６．４１ ９８．３４ ９７．１７ ９７．７６ ９７．５８ ９３．２４ ９５．４４ ９４．００ ７６．４０ ８５．５０ ９７．０６ ９０．２７ ９３．７８
１４４ １２５ ２７３ ７１１ ６２５１３４５ ９８．５４ ９３．５０ ９６．１５ ９３．８５ ７２．７２ ８３．２５ ９６．２６ ９３．７１ ９５．００ ９８．００ ８２．２０ ９１．３０ ９６．６６ ８５．５３ ９１．４３
１５７ １５１ ３０８ ７４７ ６４５１３８９ ９７．８３１００．００ ９６．２３１００．００１００．００１００．００１００．００ ９９．６１１００．００１００．００ ９９．３０ ９９．７０ ９９．４６ ９９．７３ ９８．９８
１７７ １７３ ３５０ ７４２ ６２８１３７１ ９８．４９１００．００ ９９．２１１００．００１００．００１００．００ ９９．３５ ９９．５９ ９９．４６１００．００ ９８．９０ ９９．４０ ９９．４６ ９９．６２ ９９．５２
２１０ １７６ ３８６ ７７６ ５８３１２８５ ９８．４９１００．００ ９９．２１１００．００１００．００１００．００ ９９．３２ ９９．５７ ９９．４３１００．００ ９９．４０ ９９．２０ ９９．４５ ９９．７４ ９９．４６
２０７ １７４ ３８１ ７３４ ５７９１２６７ ９８．４９１００．００ ９９．２１ ９８．５４ ９９．１２ ９８．８３ ９９．６７１００．００ ９９．８２ ９９．００１００．００ ９９．５０ ９８．９２ ９９．７８ ９９．３４
２０９ １７５ ３８４ ７５７ ５９２１３４９ ９８．３６１００．００ ９９．０８ ９９．０５１００．００ ９９．５２ ９９．６８１００．００ ９９．８２ ９９．５０ ９９．４０ ９９．５０ ９９．１５ ９９．８５ ９９．４８
２１５ １８８ ４０３ ７７１ ６７６１４４７ ９８．３６１００．００ ９９．１７１００．００１００．００１００．００１００．００１００．００１００．００１００．００１００．００１００．００ ９９．５９１００．００ ９９．７９
２２２ １８３ ４０５ ７３０ ６１７１３４７ ９８．１０１００．００ ９９．１１１００．００１００．００１００．００１００．００１００．００１００．００１００．００１００．００１００．００ ９９．５３１００．００ ９９．７８
２２７ １８９ ４１６ ７４７ ６５３１４１０ ９４．７３１００．００ ９９．３７１００．００１００．００１００．００ ９９．６８ ９９．６０ ９９．６４１００．００１００．００１００．００ ９８．６０ ９９．９０ ９９．７５
２３１ １９６ ４２７ ７６３ ６６９１４３２１００．００１００．００１００．００ ９３．７５１００．００ ９６．８８ ９９．３４ ９９．６１ ９９．４６１００．００１００．００１００．００ ９８．２７ ９９．９０ ９９．０９
１９０ ４３ ２３３ ７０５ ５３３１２３８１００．００１００．００１００．００１００．００１００．００１００．００ ９９．３０１００．００ ９９．６４１００．００ ９２．３０ ９５．６０ ９９．８２ ９８．０８ ９８．８１
２３３ １９２ ４２５ ７５８ ６９６１４５４１００．００１００．００１００．００１００．００１００．００１００．００ ９９．３２ ９９．６５ ９９．４８１００．００ ９６．２０ ９８．２０ ９９．８３ ９８．９６ ９９．４２
２３８ １８１ ４１９ ７７２ ６７９１４５１ ９７．７５１００．００ ９８．８８ ９５．４６ ９４．４４ ９５．００ ９９．３２１００．００ ９９．６５１００．００１００．００１００．００ ９８．１３ ９８．６１ ９８．３８
２３２ １８９ ４２１ ７５８ ６８４１４４２１００．００１００．００１００．００ ９９．３２ ９９．２３ ９９．２８ ９９．２９ ９９．６４ ９９．４６１００．００１００．００１００．００ ９９．６５ ９９．７２ ９９．６９
２２８ １８７ ４１５ ７３６ ６５９１３９５１００．００１００．００１００．００ ９９．２５１００．００ ９９．６０ ９９．２９ ９９．６３ ９９．４６１００．００１００．００１００．００ ９９．６３ ９９．９１ ９９．７６
１９５ １６６ ３６１ ７１８ ６４４１３６２１００．００１００．００１００．００ ９８．６７１００．００ ９９．２８ ９９．６４ ９８．９１ ９９．２８１００．００ ９９．４０ ９９．７０ ９９．５８ ９９．５８ ９９．５６
２１６ １９０ ４０６ ７６５ ６７５１４４０１００．００１００．００１００．００ ９９．４３１００．００ ９９．６７ ９９．６４ ９８．９１ ９９．２８１００．００１００．００１００．００ ９９．７７ ９９．７３ ９９．７４
２１１ １８８ ３９９ ７６１ ６６９１４３０１００．００１００．００１００．００ ９９．４２１００．００ ９９．７１ ９９．６５ ９９．６３ ９９．６４１００．００１００．００１００．００ ９９．７７ ９９．９１ ９９．８４
２２６ １９３ ４１９ ７７７ ６９６１４７３１００．００１００．００１００．００ ９９．３８１００．００ ９９．６６ ９９．６７ ９８．９５ ９９．３２１００．００１００．００１００．００ ９９．７６ ９９．７４ ９９．７４
２１２ １９１ ４０３ ７４５ ６８１１４２６１００．００１００．００１００．００ ９９．４１１００．００ ９９．７１ ９９．６７ ９９．６４ ９９．６６１００．００１００．００１００．００ ９９．７７ ９９．９１ ９９．８４
２１３ １８９ ４０２ ７４１ ６７２１４１３１００．００１００．００１００．００１００．００ ９９．２８ ９９．６９ ９９．３２ ９９．６４ ９９．４８１００．００１００．００１００．００ ９９．８３ ９９．７３ ９９．７９
２０７ １９５ ４０２ ７６２ ７０４１３３９１００．００ ９８．９１ ９９．４７１００．００ ９９．２８ ９９．６５ ９９．７０１００．００ ９９．８４１００．００１００．００１００．００ ９９．９２ ９９．５５ ９９．７４
２０５ １８８ ３９３ ７４９ ６７０１４１９ ９８．１７１００．００ ９９．０９ ９９．３４ ９９．２６ ９９．３０ ９９．３５ ９９．６３ ９９．４８ ９９．５０１００．００ ９９．７０ ９９．０９ ９９．７２ ９９．３９
１９０ １５５ ３４５ ７３８ ６５３１３９１１００．００１００．００１００．００１００．００ ９９．２９ ９９．６７ ９９．６８ ９９．６５ ９９．６７ ９９．５０１００．００ ９９．７０ ９９．８０ ９９．７３ ９９．７６
１８４ １６８ ３５２ ７００ ６７７１３７７１００．００１００．００１００．００１００．００ ９９．２９ ９９．６７ ９９．６６ ９９．６４ ９９．６５ ９９．５０１００．００ ９９．７０ ９９．７９ ９９．７３ ９９．７６
１８３ １８８ ３７１ ６７０ ６７３１３４３１００．００１００．００１００．００１００．００ ９８．５８ ９９．２９１００．００１００．００１００．００ ９９．５０１００．００ ９９．７０ ９９．８８ ９９．６５ ９９．７５

【図２】黒瀬における就学率の推移 【図３】上黒瀬村における就学率の推移

【図４】乃美尾村における就学率の推移 【図５】下黒瀬村における就学率の推移

近代日本における初等教育の地域的展開 ――広島県賀茂郡黒瀬地域の事例――
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ればならいことがすでに指摘されている。また，「在

籍児童」として数えられる児童のなかには，在籍は

していても，通学せず，授業に出ない児童が少なか

らず含まれており，「在籍児童」による就学動向の

把握は，必ずしも実態をとらえていないのではない

かという議論もある１６。

現在のところ，黒瀬の就学動向について，「学齢

児童就学歩合累年比較」以外の情報を用いて把捉す

ることは困難である。ここでは，『中黒瀬尋常小学

校沿革誌』が「学齢児童就学歩合累年比較」に「在

籍児童」とともに「出席児童」も掲載しており，これを紹介する。「在籍児童」と「出席児童」の両方を掲載し

ているのは明治２７（１８９４）～大正２（１９１３）年度であり，表８に整理した。

図６に就学率（在籍児童数／学齢児童数），図７に出席率（出席児童数／学齢児童数）を示すように，両者は

異なる推移をみせる。これまで扱ってきた「在籍児童」にもとづく就学率（図６）をみると，中黒瀬村では２０世

紀初頭にほぼ完全就学を達しようとしている。しかし，「出席児童」にもとづく出席率（図７）をみると，１９世

紀末から２０世紀初頭にかけての上昇はそれほど急激ではなく，１９１０年代にようやく８０％に達しようとしている。

より現実的な就学動向をあらわすと思われる出席率は，就学率よりも低く，推移もなだらかである。

また，就学率が上がり，完全就学の状態になろうとする２０世紀初頭，図８に示すように，出席率（出席児童数

／在籍児童数）は下がる。中黒瀬村でみられる在籍児童の増加は，必ずしも出席児童の増加をともなうものでは

なかったことがわかる。このことは，就学督励や就学督促によって，小学校が村の児童を在籍させることに成功

し，形式的な就学率が上昇しても，それはいわば見かけの上昇であり，児童の日常的な出席という，実態を備え

a．学齢児童数 b．在籍児童数 c．出席児童数 d．就学率（b／a） e．出席率１（c／a） f．出席率２（c／b）
和 暦 西暦 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計
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１００
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％
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％
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％
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明治２８ １８９５ １００ １１３ ２１３ ８６ ４５ １３１ ６０ ３５ ９５ ８６．００ ３９．８２ ６１．５０ ６０．００ ３０．９７ ４４．６０ ６９．７７ ７７．７８ ７２．５２
明治２９ １８９６ ９４ １０７ ２０１ ６５ ４２ １０７ ５８ ２６ ８４ ６９．１５ ３９．２５ ５３．２３ ６１．７０ ２４．３０ ４１．７９ ８９．２３ ６１．９０ ７８．５０
明治３０ １８９７ ８７ １００ １８７ ４５ ４０ ８５ ４１ ３０ ７１ ５１．７２ ４０．００ ４５．４５ ４７．１３ ３０．００ ３７．９７ ９１．１１ ７５．００ ８３．５３
明治３１ １８９８ ８３ １０１ １８４ ４３ ４９ ９２ ４２ ３７ ７９ ５１．８１ ４８．５１ ５０．００ ５０．６０ ３６．６３ ４２．９３ ９７．６７ ７５．５１ ８５．８７
明治３２ １８９９ ８３ １０１ １８４ ４３ ４９ ９２ ４０ ３４ ７４ ５１．８１ ４８．５１ ５０．００ ４８．１９ ３３．６６ ４０．２２ ９３．０２ ６９．３９ ８０．４３
明治３３ １９００ ７８ １０５ １８３ ４８ ６４ １１２ ４５ ５６ １０１ ６１．５４ ６０．９５ ６１．２０ ５７．６９ ５３．３３ ５５．１９ ９３．７５ ８７．５０ ９０．１８
明治３４ １９０１ ９２ １１０ ２０２ ５３ ７４ １２７ ５３ ６３ １１６ ５７．６１ ６７．２７ ６２．８７ ５７．６１ ５７．２７ ５７．４３１００．００ ８５．１４ ９１．３４
明治３５ １９０２ ８５ １０７ １９２ ５２ ６１ １１３ ４６ ４１ ８７ ６１．１８ ５７．０１ ５８．８５ ５４．１２ ３８．３２ ４５．３１ ８８．４６ ６７．２１ ７６．９９
明治３６ １９０３ ７３ ６１ １３４ ５２ ４８ １００ ５２ ４６ ９８ ７１．２３ ７８．６９ ７４．６３ ７１．２３ ７５．４１ ７３．１３１００．００ ９５．８３ ９８．００
明治３７ １９０４ ２８９ ２８１ ５７０ ２８２ ２６２ ５４４ １５２ １２７ ２７９ ９７．５８ ９３．２４ ９５．４４ ５２．６０ ４５．２０ ４８．９５ ５３．９０ ４８．４７ ５１．２９
明治３８ １９０５ ２９４ ２８６ ５８０ ２８３ ２６８ ５５１ １４９ １４７ ２９６ ９６．２６ ９３．７１ ９５．００ ５０．６８ ５１．４０ ５１．０３ ５２．６５ ５４．８５ ５３．７２
明治３９ １９０６ ３０１ ２５９ ５６０ ３０８ ２５８ ５６６ １５４ １３６ ２９２ １００．００ ９９．６１１００．００ ５１．１６ ５２．５１ ５２．１４ ５０．００ ５２．７１ ５１．５９
明治４０ １９０７ ３０９ ２４３ ５５２ ３０７ ２４２ ５４９ － １３５ － ９９．３５ ９９．５９ ９９．４６ － ５５．５６ － － ５５．７９ －
明治４１ １９０８ ２９６ ２３３ ５２９ ２９４ ２３２ ５２６ １９１ １３９ ３３０ ９９．３２ ９９．５７ ９９．４３ ６４．５３ ５９．６６ ６２．３８ ６４．９７ ５９．９１ ６２．７４
明治４２ １９０９ ３０４ ２４６ ５５０ ３０３ ２４６ ５４９ ２２１ １５８ ３７９ ９９．６７１００．００ ９９．８２ ７２．７０ ６４．２３ ６８．９１ ７２．９４ ６４．２３ ６９．０３
明治４３ １９１０ ３０９ ２３５ ５４４ ３０８ ２３５ ５４３ － － － ９９．６８１００．００ ９９．８２ － － － － － －
明治４４ １９１１ ３０４ ２５５ ５５９ ３０４ ２５５ ５５９ ２３４ １８８ ４２２ １００．００１００．００１００．００ ７６．９７ ７３．７３ ７５．４９ ７６．９７ ７３．７３ ７５．４９
大正１ １９１２ ２９９ ２４４ ５４３ ２９９ ２４４ ５４３ ２３６ １９２ ４２８ １００．００１００．００１００．００ ７８．９３ ７８．６９ ７８．８２ ７８．９３ ７８．６９ ７８．８２
大正２ １９１３ ３０８ ２５２ ５６０ ３０７ ２５１ ５５８ ２２６ ２０７ ４３３ ９９．６８ ９９．６０ ９９．６４ ７３．３８ ８２．１４ ７７．３２ ７３．６２ ８２．４７ ７７．６０

【表８】中黒瀬村の就学率と出席率（１８９４‐１９１３）

【図６】中黒瀬村における就学率の推移（１８９４－１９１２） 【図７】中黒瀬村における出席率の推移１（１８９４－１９１２）

【図８】中黒瀬村における出席率の推移２（１８９４－１９１２）
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る就学動向ではなかったことをあらわしているであろう。したがって，むしろ就学率（図６）の低かった１９世紀

末のほうが，出席率（図８）が高い。義務教育制度が確立せず，有償でも在籍する児童は，日常的な出席者にほ

ぼ近い存在であったともみることができるかもしれない。「学齢児童就学歩合累年比較」の資料的限界を考慮し

なければならないが，このように，検討する材料が「在籍児童」と「出席児童」とで，異なった就学動向が看取

されることは，黒瀬の就学動向の把握に慎重でなければならないことを示唆する。

２０世紀初頭，中黒瀬村において児童の大多数は小学校に在籍し，未就学に数えられる児童はほぼいなくなった。

１００％に迫る就学率が達成されたのは，近代小学校が村に創立されてから，わずか３０年ほどのことであった。制

度の問題としていえば，３０年ほどで実現されたこの高い就学率は，「学制」期，「教育令」期を経て，「小学校令」

期，近代学校教育制度がここ黒瀬でも確実に機能していることをあらわしているであろう。近代日本の学校教育

は，世界史的にみても，いちはやくその普及に成功したといわれる。

しかし，実態の問題として看過すべきでないのが，在籍する児童のすべてが，実際に日々，通学する児童では

なかったことである。中黒瀬村の出席率から観察されるように，およそ完全就学を達するとみられる状況を呈し

ながら，依然，籍をおいていても通学しない児童，あるいは通学できない児童が，少なからず存在した。より多

くの村民のなかで，在籍することと通学することが重なる，実質的な就学慣行が定着するのは，これまでわたし

たちが考えてきた時期よりも遅れるのかもしれない。農村における実質的な就学慣行の定着について，その時期

を１９２０年代と推定する研究がある１７。中黒瀬村や黒瀬の各村も，この推定と大きく異ならない状況にあったと考

えてよいのかもしれない。

１０ 校舎の拡張

慎重な就学動向の把握が必要であることは上述のようであるが，黒瀬で小学校を利用する児童が増大しつつあ

ったことは事実であった。たとえばそれは，各校が校舎の拡張に迫られる事情にあったことから看取される。

下黒瀬村では，明治２４（１８９１）年，津江尋常小学校の校舎として「津江樋ノ上八幡社ノ側」に「西洋風ノモノ

ヲ新築」した。新築校舎は「堅牢ナルコト地方屈指ナリ，此建築費参百五拾円」であったという。また，明治３０

（１８９７）年，「就学者増加ノ為校舎狭隘ヲ告グルニ至リタレバ更ニ寄付金ニ授リ」，「一棟ヲ増築」した（『下黒瀬

尋常高等小学校沿革誌』）。

乃美尾村でも，明治２１（１８８８）年，「村会ノ決議ニヨリ村税及寄付金ヲ募集シ」，乃美尾簡易小学校の校舎とし

て「本村中央字八幡」に「西洋造（二階
ナシ）ノ一棟ヲ新築」している。新築部分をこれまで利用していた「古蔵ニ続

ケ，長十四間巾三間ノ校舎」となり，「四教室一事務室」が確保された。さらに尋常小学校時代の明治４４（１９１１）

年，「校舎増築」が行われ，「西洋造一棟ヲ同年八月竣工」した（『乃美尾尋常高等小学校沿革誌』）。

上黒瀬村については，明治３６（１９０３）年４月１日付の『芸備日日新聞』が「賀茂郡上黒瀬村にては年一年好学

の念勃興し学齢児童の不就学者皆無となり従って同村尋常小学校校舎狭隘を感ずるにつき此程同村会開会の際三

十六年度の予算を議するに当り校舎を増築」することを決議した旨を報じている。この記事については後述する。

１１ 高等小学校の開設

黒瀬において尋常科につづく高等科を設置しようとする動きがみられるようになる。明治３０（１８９７）年度の『広

島県学事年報』は「（高等科…筆者註）併置及高等小学校ノ増加シタルハ全ク教育進歩ノ必要ニ迫ラレタルニ由

レルナリ」，「従来高等小学校ハ有力ノ学校ナリシモ只一郡ニ一二ヶ所ニ過キサリシカ尋常科ヲ終リタル生徒ニシ

テ進ンテ高等科ニ入ラントスルモノ益々多キヲ加フル」という県の現況を紹介している１８。まさに黒瀬もこのよ

うな展開のなかにあった。

明治２９（１８９６）年，中黒瀬村に黒瀬高等小学校が設置される。『黒瀬高等小学校沿革誌』は以下のように記し

ている。

明治二十九年六月十日モト黒瀬部内及野呂村ノ各村ヨリ高等小学校設置ニ関シ組織委員ヲ撰出シ中黒瀬村役

場ニ於テ委員会ヲ開キ乃美尾村中黒瀬村下黒瀬村郷原村ノ四ヶ村ヲ以テ組合ヲ組織シ板城村上黒瀬村野呂村

ノ三ヶ村ハ追テ組合ニ編入スルコトト決議シ同月併セテ経費ノ歩合及組合規定等ヲ決議ス，明治二十九年九

月十九日本郡長ヨリ諸規定ノ認可ヲ下附セラレ同年九月二十六日本県知事ヨリ高等小学校設立ノ許可アリタ

リ

近代日本における初等教育の地域的展開 ――広島県賀茂郡黒瀬地域の事例――
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「本校ハ黒瀬高等小学校ト称シ，位置ヲ賀茂郡中黒瀬村字
ママ

菅田ニトス，修業年限四ヶ年トシテ明治二十九年十月一日

開校スト雖モ設備全ク整ハズシテ校地ヲ平賀寛夫ヨリ借リ

校舎校具ハ一切中黒瀬村立ノ天神尋常小学校ノ有スル所ノ

モノヲ用ヰタリ」という１９。そして，「開校ノ時ニ当リテ入

学セル生徒ハ男八十五人女八人ニシテ，之ヲ分チテ二学級

ニ編制」した２０。

『広島県学事年報』が観察するような，尋常科を修了し，

高等科に進もうとする児童の増加が，おそらく学校組合を

組織する各村でみられたものと思われる。その様相は，当

面の組合村からはずれた板城村でもうかがえる。板城西尋

常小学校は高等科進学の前課程として補習科を設けた。明

治２８（１８９５）年，同校は修業年限１年の補習科を設置した。

その「理由」は「本校ハ修業年限三ヶ年ノ小学校ナルヲ以

テ本校卒業后他校ニ入校シ尋常四年ノ学科ヲ修業スルニ非

レバ高等小学校ニ入校シ能ハザルノ不便アリ，依テ補習科
ママ

ヲ設ケ尋常科四年ノ定度ヲ以テ教授シ修業后直ニ受験ノ上

高等小学校ニ入学セシムルヲ以テ目的トス」というもので

あった。同校は３年制のため高等科進学に不便であったか

ら，補習科１年をもって尋常科４年相当とすることで，高

等小学校へ進もうとする児童に便宜を図っている。同校の補習科の詳細は判明しないが，この措置が高等科進学

を希望する児童や家庭の存在を背景とするものであることがわかる。

さきの中黒瀬村の事例によって検討した就学動向をふまえると，黒瀬では，明治３０年代は高い就学率（尋常科）

を示しつつも，実際には通学しない児童が，依然存在した。同時に，義務教育の尋常科で課程を修了することに

満足せず，さらに高等科に進もうとする児童も少なからずおり，その一定程度の厚みある存在が，黒瀬にも高等

小学校を誕生させたと理解される。

黒瀬各村の組合によって設置された黒瀬高等小学校は，各村の尋常小学校が高等科が併置するようになるにお

よび，大正３（１９１４）年，組合会議においてその廃止が決議され，学校組合も解散された。

１２ 上黒瀬尋常小学校の高等科併置と児童の進学

黒瀬の各村で尋常小学校が高等科を併置するのは，多くが大正期である。そのなかで，いちはやく高等科併置

を実現したのは，上黒瀬尋常小学校であった。３年制の尋常小学校として発足した同校は，補習科の設置（明治

２６年），４年制への移行（補習科の廃止，明治２９年）を経て，明治３６（１９０３）年，「尋常小学校ニ修業年限二ヶ年

ノ高等科併置」におよび，「上黒瀬尋常高等小学校ト改称」した。高等科を併置する尋常小学校を尋常高等小学

校と呼んだ。高等科は２年制，３年制，４年制が認められた。２年制の高等科が置かれることが多く，上黒瀬村

で併置された高等科も２年制であった。

この高等科併置について，さきに引用した『芸備日日新聞』（明治３６年４月１日付）が「学級増加と高等科併

置」という見出しで記事を掲載し，上黒瀬村が「従来二学級なりし尋常科を更に一学級を増し尚高等科をも併置

せんことを決議」したと伝えている。上黒瀬村は当面の黒瀬高等小学校の組合村から外れていたから，「年一年

好学の念勃興」しつつあったという同村にあって，待望の高等科併置であったと思われる２１。

尋常小学校に高等科が併置された上黒瀬村において，児童の進路状況はどのようであったか。上黒瀬尋常小学

校の『卒業証書台帳』が部分的に残り，限られた期間ながら，同校卒業者の進路を記録する２２。尋常小学校を卒

業した児童は，どれくらい高等科に進んだのだろう。調査できた明治３４（１９０１）～同４０（１９０７）年度の上黒瀬村

尋常小学校卒業者の進路について，表１０に整理し，図９に高等科進学率を示した。以下の諸点を確認しておく。

第１は，上黒瀬尋常小学校が高等科を併置するのは明治３６（１９０３）年であるが，それ以前から他村の高等科に

進学する児童が一定程度存在する。義務教育課程ではなく，授業料も徴収される高等科に，村をこえて通う児童

がいた。

年 度 入 学 卒 業
和暦 西暦 男 女 計 男 女 計

明治２９ １８９６
人

８５
人

８
人

９３
人

５
人

０
人

５
明治３０ １８９７ ５３ １８ ７１ ４ ０ ４
明治３１ １８９８ ６６ ９ ７５ ２８ ０ ２８
明治３２ １８９９ ６７ １２ ７９ ２５ １ ２６
明治３３ １９００ ６５ １２ ７７ １３ ４ １７
明治３４ １９０１ ６５ １２ ７７ １５ ２ １７
明治３５ １９０２ ３５ １０ ４５ １３ ２ １５
明治３６ １９０３ ５７ １６ ７３ ２０ １ ２１
明治３７ １９０４ － － － １０ ６ １６
明治３８ １９０５ ５０ １１ ６１ １２ ５ １７
明治３９ １９０６ ７０ ３１ １０１ － － －
明治４０ １９０７ － － － － － －
明治４１ １９０８ － － － ４ ３ ７
明治４２ １９０９ ４５ ９ ５４ ０ １ １
明治４３ １９１０ ４９ １５ ６４ ２６ ２ ２８
明治４４ １９１１ ４６ １０ ５６ ３０ １０ ４０
大正１ １９１２ ６２ １９ ８１ ２７ ７ ３４
大正２ １９１３ ７２ １９ ９１ ４２ １１ ５３

【表９】黒瀬高等小学校の入学者と卒業者

※『黒瀬高等小学校沿革誌』本文による。
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このことは，板城村の様相からもうかがえる。上述のように，明治２８（１８９５）年，板城西尋常小学校は修業年

限１年の補習科を設置した。それは３年制の同校が補習科１年をもって尋常科４年相当とし，高等小学校進学希

望者に配慮する措置であった。上黒瀬村においても認められる，義務教育以上の課程を求める児童や家庭の存在

が，ここでも確認される。おそらく他村でも，このような児童や家庭は，その層の厚さは不明であるが，存在し

たと思われる。

第２に，高等科進学の定着である。上黒瀬村では，高等科併置後，尋常科卒業者の半数以上が進学する状況が

つづく。高等科進学が一部の児童や家庭のなかでのみ関心となる特別な進路ではなく，より多くの児童や家庭に

とってずいぶん身近なものとなりつつあったことをうかがわせる。しかしその一方で，依然，就業する者も少な

くなかった。また，男女差が尋常科就学と比べて大きいことも留意される。明治３８（１９０５）年度の女子の進学率

の落ち込みの理由は定かでない。

第３は，高等科進学者の進路である。確認できた高等科進学者９９人の進路を表１１にまとめた。その９９人のうち，

卒業が認められる者は５８人である。不明分も多いが，６割程度が卒業する状況にあった。また，女子に中退者が

多かったようである。

高等科に進学し，卒業する者は，男女ともに，その

進路の幅が広がったようである。卒業後，就業する者

が多く，農業従事者が多数であるのは，これまでと同

様である。その一方で，海軍関係や看護関係の職業，

あるいは役場職員や初等教員などの，いわば近代職業

に就く者もあらわれはじめている。さらに進学して中

等学校に学ぶ者もあらわれた。実業補習学校に通い，

学習を継続する者もいる。近代職業に就いたり，上級

学校に進学したりする者の存在は，高等科卒業者に関

する看過しえない特色である。広がる教育機会を利用

し，将来の進路を開いていく者の存在があった。

さて，上黒瀬尋常小学校（４年制）に併置された高

等科（２年制）は，「小学校令」の改正によって尋常科

の修業年限が従来の４年から６年に延長されるのにと

もない，明治４１（１９０８）年，ひとまず廃される。

１３ 尋常高等小学校の開設前夜

明治４０（１９０７）年，「小学校令」が改正され，尋常小

学校の修業年限は６年に延長された。ここに６年制の

無償義務育制度が実現される。これを受け，翌年，黒

瀬の各校は第５学年を新設し，新５年生を迎えいれた。

さらに翌４２（１９０９）年，第６学年を編制し，その年度

卒業年度 卒業者 進学者 就 業 者
和暦 西暦 男 女 計 男 女 計 男 女 計

明治３４１９０１
人

１８
人

６
人

２４
人

８
人

１
人

９
人

１０（農１０）
人

５（農５）
人

１５
明治３５１９０２ ６ ４１０ ２ ０ ２ ４（農４） ４（農４） ８
明治３６１９０３１３１０２３ ９ ５１４ ４（農３，商１）５（農５） ９
明治３７１９０４１５１２２７１２ ６１８ ３（農３） ６（農６） ９
明治３８１９０５１４ ７２１１４ １１５ ０ ６（実６） ６
明治３９１９０６２０１７３７１７１１２８ ３（実３） ６（実６） ９
明治４０１９０７１２ ９２１ ９ ４１３ ３（実３） ５（実５） ８

進 路
（進学先・職業）

卒業者 中退者 不明
男 女 男 女 男 女

進学
中学校＊１ 卒業

人

１
人

－
人

－
人

－
人

－
人

－
中退 ２ － － － － －

松本学校＊２卒業 ４ １ － － － －
実業補習学校 ７ １ １ － － －
小 計 １４ ２ １ － － －
合 計 １６ １ －

就業
農業 １７ ７ ６ ４ － －
実業 － － ２ ６ － －
商業 ２ － ２ － １ －
海軍 ２ － － － － －
役場職員 ２ － － － － －
大工職 ２ － － － － －
家業 － １ － － － －
看護師 － １ － － － －
初等教員 － １ － － － －
不明 ７ － １ １ １２ ５
小 計 ３２ １０ １１ １１ １３ ５
合 計 ４２ ２２ １８

【表１０】上黒瀬尋常小学校卒業生の進路

【図９】上黒瀬尋常小学校卒業生の高等科進学率※就業者欄の「農」は農業，「商」は商業，「実」は実業を示す。
実業の内容は不詳である。明治３９年度の卒業生で畳職１
人が確認される。

【表１１】高等科進学者の進路
（明治３４‐４０年度卒業：上黒瀬尋常小学校）

※１ うち，中退１人は福山中学校である。
※２ 卒業５人（男４女１）は全員のちに初等教員となる。
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末には最初の６年課程卒業者を送り出した。たとえば，『乃

美尾尋常高等小学校沿革誌』は「明治四十三年三月三十

一日小学校義務年限延長ノ第六学年ヲ卒業セシメタル嚆

矢ナリ」と記している。

前述のように，黒瀬では組合立による黒瀬高等小学校

がすでに発足していたが，尋常科６年課程を修了する児

童があらわれる明治末年ころ，いよいよ各村がそれぞれ

の尋常小学校に高等科を設けようとする。

たとえば，下黒瀬村でつぎのような動きがあった。す

なわち，明治４４（１９１１）年，「本村ニ於テ三ヶ年来宿題タ

リシ高等科併置ノ件，人民ノ輿論トシテ本村会ニ於テ三

ヶ年延期ヲ決議」したという。延期を決めた「人民ノ輿

論」の内容は不明である。津江尋常小学校ではこの前年，

「卒業生二十二名内十名高等小学校ニ入学他ハ家事ニ従

事セリ」という状況にあり，卒業生の半数が高等科に進

学するようになっていた。ある尋常科卒業生は，高等科

が併置された大正３（１９１４）年に高等科第１学年に進学

した当時を振り返り，「これまで中黒瀬の高等科に一里半

余を歩いて通ったのがなくなった。これは卒業する私達

のよろこびであり，全村の教育向上の為に第一歩を前進

した。それでも教室はなかった。職員室を廃止して，各

先生は教室に分散され，従前の職員室を高等科の教室と

し，一年七名，二年の五名で合計十二名の生徒であった。

校長先生が一年二年の二組を担当されての複式である」

と述べている２３。下黒瀬村で高等科併置の計画がただちに

実現しなかったのは，膨らむ村民の期待とはうらはらに，

それに即応しえない実際問題としての教室不足や教員不

足など，環境面や設備面で課題が残されていたからでは

なかったか。

このような環境未整備の状況は，おそらく他村でも同

様のものであったのだろう。乃美尾尋常小学校の高等科

も複式学級でスタートしており，第１・２学年が同じ教

室で学んでいる。大正期を通じ，複式学級の状況がつづ

いたようである。

１４ 高等科への進学

黒瀬の各村で尋常高等小学校が成立するのは，大正期

にはいる。大正３（１９１４）年，中黒瀬村，乃美尾村，下

黒瀬村の各校で高等科が置かれる。先行して高等科を併置し，のちに廃していた上黒瀬尋常小学校でも，大正８

（１９１９）年，高等科が再設置される。各校の高等科はそれぞれ修業年限２年である。

各村の尋常小学校に高等科が置かれるようになり，児童は通学の便宜をえた。どれくらいの児童が高等科に進

んだか。各校の高等科進学状況は定かでなく，ここでは乃美尾村を例に検討しよう。『乃美尾尋常小学校沿革誌』

に「高等小学校児童累年調（毎年四月調）」が掲載されており，高等科の「在籍児童数」と「前年度卒業者数」

を表１３に整理した。これをさきに紹介した「学齢児童就学歩合累年比較表」とつきあわせ，学齢児童の高等科進

学率を仮に算出し，図１０に示した２４。

さきに検討した上黒瀬村の高等科進学者の割合は，尋常科修了者のそれであったから，比較的高かった（図９

参照）。一方，図１０はあくまでも試算であるが，学齢児童のなかで高等科に進学したのは，大正期の高等科併置

年 度
学級数

職員数と種別
和暦 西暦 正教員 正教員外 合 計
明治１５ １８８２ １ １ ０ １
明治１６ １８８３ １ １ ０ １
明治１７ １８８４ １ １ ０ １
明治１８ １８８５ １ １ ０ １
明治１９ １８８６ １ １ ０ １
明治２０ １８８７ １ １ ０ １
明治２１ １８８８ １ １ ０ １
明治２２ １８８９ ２ ２ ０ ２
明治２３ １８９０ ３ １ ２ ３
明治２４ １８９１ ３ １ ２ ３
明治２５ １８９２ ２ ２ ０ ２
明治２６ １８９３ ３ ２ １ ３
明治２７ １８９４ ３ １ ２ ３
明治２８ １８９５ ３ １ ２ ３
明治２９ １８９６ ３ １ ２ ３
明治３０ １８９７ ３ １ ２ ３
明治３１ １８９８ ３ ２ １ ３
明治３２ １８９９ ３ ２ １ ３
明治３３ １９００ ３ ２ ０ ２
明治３４ １９０１ ３ ２ １ ３
明治３５ １９０２ ３ ２ ２ ４
明治３６ １９０３ ３ ２ ２ ４
明治３７ １９０４ ４ １ ２ ３
明治３８ １９０５ ４ １ ３ ４
明治３９ １９０６ ４ ２ ２ ４
明治４０ １９０７ ３ ２ ２ ４
明治４１ １９０８ ４ ２ ２ ４
明治４２ １９０９ ６ ２ ４ ６
明治４３ １９１０ ６ ２ ４ ６
明治４４ １９１１ ６ ２ ３ ５
明治４５ １９１２ ６ ３ ３ ６
大正２ １９１３ ６ ３ ４ ７
大正３ １９１４ ７ ３ ４ ７
大正４ １９１５ ７ ４ ３ ７
大正５ １９１６ ７ ４ ３ ７
大正６ １９１７ ７ ５ ２ ７
大正７ １９１８ ７ ４ ４ ８
大正８ １９１９ ７ ４ ４ ８
大正９ １９２０ ８ ４ ４ ８
大正１０ １９２１ ７ ６ １ ７
大正１１ １９２２ ７ ６ １ ７
大正１２ １９２３ ７ ６ １ ７
大正１３ １９２４ ８ ７ １ ８
大正１４ １９２５ ８ ７ １ ８
大正１５ １９２６ ８ ７ １ ８

【表１２】下黒瀬村の小学校の学級数と職員数

梶 井 一 暁
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後，昭和初期まで，ほぼ変わらず１０％前後であったことが

わかる。村の尋常小学校に高等科が併置されたことで，児

童は他村の高等科にわざわざ通う必要がなくなり，高等科

進学がより身近な選択となった。しかし，授業料も必要な

その教育機会を利用するのは，一定程度の限られた児童で

あったことを，試算は示すであろう。多くの児童にとって，

まだ大正・昭和初期は，尋常科がより一般的な課程であっ

たととらえられる。各村の尋常小学校で高等科が備えられ，

高等科進学というルートが設定されることにより，義務教育課程の尋常科を修了する者と，それを修了しない者

の差，換言すれば，学校利用の差が，いよいよ大きくなるのである。

１５ 進路の拡大

学校利用のより積極的な者，すなわち，尋常科を修了し，さらに高等科に進学する児童は，その後，どのよう

な将来に進んでいったか。さきに明治期の上黒瀬村で高等科に進学した者がその将来の進路の幅を広げていった

ことをみた。大正期の高等科進学者もまたさまざまの進路を歩んでいく。

上黒瀬尋常高等小学校の『高等科卒業証書台帳』が伝存し，大正９（１９２０）年度から昭和１５（１９４０）年度まで

の高等科修了者の進路を記録する。他村の状況については，同様の資料が残らず，判明しない。上黒瀬村の状況

を以下に考察する。

対象である２１年間に，男子２２８人，女子１９７人，合計４２５人の高等科修了者を数える。修了後の進路を，「進学」，

「就業」，「その他」に大別すると，表１４のようである２５。

第１に，高等科修了後，さらに進んで学ぶ者が多い。まえに検討した明治期の高等科修了者は，進学する者よ

りも就業する者が多かったから，このことは大正期に特色的な動向である。表１５に主な進学先をまとめた。

進学者が多いのは，まず，実業補習学校や青年学校に学ぶ者があるからである。男女ともに認められる。実業

補習学校は，とくに農業を内容とする補習学校が農村で普及したといわれる。黒瀬でもそれがうかがえる。青年

学校は，昭和１０（１９３５）年の「青年学校令」により，その実業補習学校と青年訓練所が統合されて発足した。黒

瀬で実業補習学校や青年学校を経て就業するコースが，ある程度慣例化していた様子が察せられる。

つぎに，中等学校に進学する者も増えた。男子では，実業学校や中学校に学ぶ者が出るようになる。たとえば，

実業学校では，西条農業学校に進む者が目立つ。多くはのちに農業に従事しており，彼らは黒瀬の農業を先導す

る地域リーダーの役割を少なからず果たしたと推測される。のちに広島県庁（土木課）に勤務し，県職員として

農政にたずさわる者もあった。中学校では，呉市の中学校

や広島市の中学校に学ぶ者の他，東京の中学校（校名不明）

に進む者もあらわれた。中学校を経て大学に入学する者が

登場することも注目される。慶応大学への入学者は，東京

府立の夜間中学校からの進学である。

女子では，高等女学校や実科高等女学校に進学する者が

年 度 在籍児童数 前年度卒業者数
和暦 西暦 男 女 計 男 女 計

大正３ １９１４
人

３９
人

２１
人

６０
人

－
人

－
人

－
大正４ １９１５ ４０ ２１ ６１ １０ ２ １２
大正５ １９１６ ３６ １２ ４８ １８ １２ ３０
大正６ １９１７ ３８ １４ ５２ １５ ４ １９
大正７ １９１８ ３１ １８ ４９ １３ ５ １８
大正８ １９１９ ３７ １９ ５６ １７ ５ ２２
大正９ １９２０ ２１ １７ ３８ ８ ４ １２
大正１０ １９２１ ２８ ２１ ４９ １１ ４ １５
大正１１ １９２２ ３５ ２１ ５６ ８ １１ １９
大正１２ １９２３ ３５ ２５ ６０ １６ ６ ２２
大正１３ １９２４ ３２ ２１ ５３ １７ １１ ２８
大正１４ １９２５ ２９ ２７ ５６ １４ １３ ２７
大正１５ １９２６ ３１ ２９ ６０ １４ ６ ２０
昭和２ １９２７ ３５ ３１ ６６ １３ １６ ２９
昭和３ １９２８ ４０ ２７ ６７ １６ １０ ２６
昭和４ １９２９ ３７ ２０ ５７ １６ ２０ ３６
昭和５ １９３０ ２８ ２８ ５６ ２１ ６ ２７
昭和６ １９３１ ３０ ２３ ５３ １５ １２ ２７
昭和７ １９３２ ２８ ３１ ５９ １２ １２ ２４

進 学 就 業 そ の 他
男 女 計 男 女 計 男 女 計
人

１６３
人

１８２
人

３４５
人

５８
人

８
人

６６
人

７
人

７
人

１４

【表１３】乃美尾村の「高等小学校児童累年調」

【図１０】学齢児童に占める高等科進学者の比率（乃美尾村）

【表１４】高等科修了者の進路
（大正９－昭和１５年度卒業：上黒瀬尋常高等小学校）
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目立つ。地元の中黒瀬村に土肥高等女学校が開校し，女

子は通学の便宜を得た２６。同校に通う者の他，西条町や広

島市の高等女学校に進学する者，さらには県外に進学先

（校名不明含）を求める者もあった。裁縫，看護，技芸

などの各種学校を進路に選ぶ者もいる。

以上のように，大正期には，高等科を修了し，進学す

る者が，いよいよ増える。進学者が増加するとともに，

進学先も多様となった。村の実業補習学校や青年学校で

学習を継続する者，近隣の高等小学校に編入する者，中

学校，実業学校，高等女学校，師範学校，各種学校など

で中等レベルの教育を受ける者，さらに大学進学まで果

たす者が，黒瀬からあらわれるようになった。

第２に，就業者がさまざまの進路につくようになった。

従来は男女とも農業に従事する者が多かったが，大正期

の就業者は，工業，商業，自由業，公務員，医療など，

幅広い分野に活動の場を広げている。

とくに男子では，工場や商店に勤務する者が増えるほ

か，写真技術や時計商として身を立てる開業者もあらわ

れる。開業者の多くは，広島市や呉市をはじめ，東京や

大阪などの都市で見習修業を行った経験がある。また，

開業の事実は未確認であるが，都市に出て弁護士書生，

医師書生，歯科医書生として将来を展望する者もあった。

呉や広の工廠の工員となる者の存在も注目される。

中等学校進学後の進路として認められる初等教員（西

条農業学校，広島教員講習所出身），県庁職員（西条農業学校出身），税務所職員（台湾法律学校出身），下士官

（西条農業学校出身）は，いわば近代職業である。三井社員となったのは慶応大学進学者である。積極的な学校

利用を通じ，学歴や資格を要する職業についていく者が，大正期の黒瀬から確実にあらわれはじめる。黒瀬にお

いて西条農業学校が農業人材輩出に留まらない鍵的な中等学校として機能している。

女子でも，農業や家事手伝に従事するだけでなく，工場や病院に勤務する者が増える。自ら産婆業を開業する

１．高等科修了者・非中等学校進学者の就業先
農業 農業
醸造業 酒造業（広村）

醤油醸造業

工業 日本製鋼所広島工場
佐竹工場（西条町）
向井鉄工所（呉市）
矢田部鉄工（呉市）
鉄工所（呉市）
鉄鋼所（大阪市）
工場（大阪市）
蹄鉄業

軽工業 洋服職工（大阪市）
染色工場（大阪市）
錦華人絹会社（宇品町）

精密器機 時計部品製造（西条町）
製菓業 菓子製造業（広島市）

手工業 左官職
大工（指物）
石工
屋根葺業

水道・電器 水道業
電気工夫

鉄道，船舶 広島鉄道局
満鉄
船員

商業 時計商（呉市）
貴金属商（大阪市）
自転車販売・修繕（西条町）
桶屋
店員（広島市，呉市）
魚商（呉市）
売薬行商人

自由業 写真業（上黒瀬村，中黒瀬村，広島市）
自動車運転手
貨物自動車業
看板屋（広島市）
理髪職（横浜市）

金融 銀行
保険業

教員 青年訓練所指導員
公務員 村役場

郵便局
工廠 呉海軍工廠

広海軍工廠
宗教 僧侶
２．中等学校進学者の就業先

農業
初等教員（志和堀村）
広島県庁（土木課）
税務所（尾道，浜田）
三井社員（東京市）
陸軍獣医部下士官
カフェ開業（呉市）

男 子 女 子

補習学校
青年学校

補習学校
青年学校

風原尋常高等小学校（賀茂郡）
三津尋常高等小学校（賀茂郡）

三津尋常高等小学校（賀茂郡）

土肥高等女学校（中黒瀬村）
賀茂高等女学校（賀茂郡）
進徳高等女学校（広島市）
広島西高等女学校（広島市）
山中高等女学校（広島市）
生石高等女学校（岡山県）
高等女学校（神戸市）
内海実科高等女学校（沼隈郡）

西条農業学校（賀茂郡）
広島工業学校（広島市）
廿日市工業学校（佐伯郡）

興文中学校（呉市）
呉港中学校（呉市）
大正中学校（呉市）
広陵中学校（広島市）
中学校（東京市）
東京府立夜間中学校

三原女子師範学校（御調郡）

技芸女学校（神戸市）
広島教員講習所（広島市） 丸橋女学校（呉市）

看護婦学校（広島市）西条育英学校（賀茂郡）
大阪美術学校（大阪府）
歯科専門学校（東京市）
東京飛行学校
台湾法律学校

養蚕講習所（比婆郡）

広島真宗学寮（広島市）

慶応大学

【表１５】高等科修了者の進学先 【表１６】就業の内容（男子）
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者もある。やはり開業の事実は未確認であるが，東京や

京阪で看護婦修業，美容術修業，鍼灸マッサージ修業を

行う者もあった。女中奉公に出る習慣も残る。なお，中

等学校進学者の進路はほとんど記述がなく，不明である。

第３に，記録から進学地や就業地を把握できるところ

を追うと，進学であれ，就業であれ，黒瀬をこえて進路

を得ていく者が少なくない。進学者では，村で学習を継

続する者も多いが，より高い中等教育，実業教育，専門

教育，教師教育などを受けようとする者は，郡や県をこ

えて進学先を求めていくことが多かった。

就業者も同様であり，呉市や広島市をはじめ，福山市

や岡山市，さらには京阪や関東で職を得ていく者もあっ

た。前述のように，就業は黒瀬や近隣でみられる者のな

かにも，その前歴として都市部での書生や見習の経験を

もつ者も少なくない。大正期，黒瀬の子女において，進

学や就学による地域間移動が広域的に行われるようになる。黒瀬の子女が，次第にその活躍の場を拡大していく。

上黒瀬村の例は，そのことを示している。

さて，上黒瀬尋常高等小学校の『高等科卒業証書台帳』が記録する児童は，昭和１５（１９４０）年度までである。

昭和１６（１９４１）年３月の「国民学校令」により，これまでの小学校は国民学校として改組される。戦時体制下，

その状況に応じて国民学校は発足した。黒瀬の各校も国民学校となる。この国民学校時代，黒瀬の子女はどのよ

うに学校を利用し，いかなる進路を歩んでいったのか。重要な問題であるが，その検討は次稿の課題としたい。

〈註〉

１ 文部省編『学制百年史』資料編，帝国地方行政学会，１９７２年，p．１１。
２ 本稿は東広島市黒瀬町史編さん事業に関する研究成果の一部である。これまでに筆者は，本稿にかかわって

以下の報告を行っている。主な先行研究について，前稿までのなかで言及しており，ここでは省く。�拙稿「近
代日本農村の初等教育事情―広島県賀茂郡下黒瀬村の事例―」『鳴門教育大学研究紀要』１８，２００３年，�拙稿「『板
城西尋常小学校沿革誌』にみる近代地域初等教育事情」『鳴門教育大学研究紀要』１９，２００４年，�拙稿「近代日
本農村における初等教育の定着―広島県賀茂郡上黒瀬村の事例―」『鳴門教育大学研究紀要』２０，２００５年，�拙
稿「近代日本農村における初等教育の展開過程―広島県賀茂郡乃美尾村の事例―」『鳴門教育大学研究紀要』

２１，２００６年。
３ 東広島市黒瀬町内の５小学校の協力を得て，以下の学校沿革誌を調査することができた。以下の本文におけ

る引用は，とくに断らない限り，各校の沿革誌の記述による。

�『板城西尋常小学校沿革誌』（板城西小学校所蔵）
�『上黒瀬尋常高等小学校沿革誌』（上黒瀬小学校所蔵） ※『上黒瀬尋常小学校沿革誌』を含む。

�『乃美尾尋常高等小学校沿革誌』（乃美尾小学校所蔵） ※『乃美尾尋常小学校沿革誌』を含む。

�『中黒瀬尋常小学校沿革誌』（中黒瀬小学校所蔵） ※『横山尋常小学校沿革誌』を含む。

�『中黒瀬尋常高等小学校沿革誌』（中黒瀬小学校所蔵）
�『黒瀬高等小学校沿革誌』（中黒瀬小学校所蔵）
�『下黒瀬尋常高等小学校沿革誌』（下黒瀬小学校所蔵） ※『津江尋常小学校沿革誌』を含む。

なお，�に含まれる『横山尋常小学校沿革誌』について，藤原主『黒瀬町教育史』（黒瀬町乃美尾在時農村
文化研究所，１９７７年）で紹介されている。

４ 「学制」発布以前，学校の創業が認められる事例がある。それらはいわば近世的雰囲気の残る学校であった。

たとえば，明治初年創業の宗近柳国村の「強恕館」と南方村の「南方校」は，「学科目及教授ノ秩序ナク単ニ

習字科ヲ主要トシ之ニ付随シテ生徒各自ノ希望ニ応ジ珠算ヲ授ケ」，「経費ハ生徒随意謝儀ヲ以テ教師ノ酬労ニ

充テタ」という（『上黒瀬尋常高等小学校沿革誌』）。読・書・算を中心とする学習者の必要に応じた教授内容

や，定まった授業料ではなく束脩や謝儀を納める習慣は，近世の手習所のあり方に通じる。明治３（１８７０）年

１．高等科修了者・非中等学校進学者の就業先
農業 農業
工業 工場（呉市）
軽工業 三原人絹工場（三原市）

紡績女工（福山市，大阪市）

医療 呉海軍共済会組合病院（呉市）
病院（海田市，京都市）
産婆業（乃美尾）

自由業 髪結業（大阪市）
乗合自動車車掌（呉市）
裁縫業

養蚕 養蚕教師
家事手伝 家事手伝
婚姻 結婚
２．中等学校進学者の就業先

不明（記述なし）

【表１７】就業の内容（女子）
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創業の乃美尾村の「八幡塾」も「私塾ヲ八幡社境内ニ設立」という（『乃美尾尋常高等小学校沿革誌』）。この

時期における他村の学校については定かでない。
５ 『文部省年報』や『広島県史料』によって確認されるところ，賀茂郡内の多くの学校も同様であった。また，

広島県編『広島県史』近代１（広島県，１９８０年，pp．５３４‐５３５）を参照のこと。
６ 国立教育研究所編『日本近代教育百年史』３，教育研究振興会，１９７４年，pp．５３０‐５４８，参照。
７ 文部省編『学制百年史』資料編，文部省，１９７２年，p．３０。
８ 小学教場の施設について，たとえば，上黒瀬村の「片山小学教場」は村民の「居宅ヲ借リ受ケ之ヲ修理シテ

校舎ニ充用」している。国近村の「長通小学教場」はすでに校舎建築の記事が認められる。
９ 前掲，『広島県史』近代１，p．１１０６，参照。
１０ 継続した記載があるのは明治２４（１８９１）度から昭和１４（１９３９）年度までである。他校の沿革誌は「村経常費」

と「小学校経常費」の両方を掲載せず，教育費比率を算出できない。たとえば，『板城西尋常小学校沿革誌』

は「小学校経常費」のみを掲載している。
１１ 明治４４（１９１１）年度は「校舎増築」があり，「西洋造一棟ヲ同年八月竣工」し，特別の支出があった。
１２ 前掲，『広島県史』近代１，p．１１１１，参照。
１３ なお，明治３８（１９０５）年度の就学率の低下については理由が判明しない。
１４ 明治３３（１９００）年にも児童３名，村民８名の赤痢死亡者が出ている。
１５ 前掲，『広島県史』近代１，p．１１１１‐１１１２，参照。
１６ 各校の沿革誌における「学齢児童就学歩合累年比較」の記載が整う年度を扱っている。なお，『板城西尋常

小学校沿革誌』は「学齢児童就学歩合累年比較」を載せていない。『中黒瀬尋常小学校沿革誌』における明治

３６（１９０３）年度までの数値は，横山・天神・笹川尋常小学校の３校合計ではなく，横山尋常小学校の数値と思

われる。

ここで紹介した数値は『文部省年報』や『広島県統計書』の基礎データとなっている。これらのいわば公式

数値は，当時の統計調査や操作手続き上の限界や誤解から，必ずしも実態を反映するものとなっていないとい

う議論がある。実際は統計数値よりも１０％程度低くなるという指摘もある。黒瀬地域の場合，「学齢児童就学

歩合累年比較」を検証する他の補助資料はなく，この数値を参照するしかない。安川寿之輔「義務教育におけ

る就学の史的考察―明治期兵庫県下小学校を中心として―」『教育学研究』第２６号第３号，１９６２年，国立教育

研究所編『日本近代教育百年史』第３・４巻，国立教育研究所，１９７４年，土方苑子『近代日本の学校と地域社

会―村の子どもはどう生きたか―』東京大学出版会，１９９４年，参照。
１７ 前掲，土方書，参照。
１８ 『広島県学事年報』，１８９９年，p．１１。
１９ 修業年限は明治４１（１９０８）年に３年，同４４（１９１１）年に２年に変更があったようである。なお，明治３７（１９０４）

年，新築校舎に移転する。
２０ 義務教育課程ではない高等科では，授業料を徴収した。「明治二十九年十月七日貧富ノ度ニヨリ学年ヲ各三

等ニ分チテ授業料ヲ徴収スルコトト組合会ニ於テ議決」した。翌年，９等に分けることに変更し，最高額８０銭，

最低額１８銭と定め，授業料を徴収したようである。
２１ なお，授業料は，上黒瀬村の児童は毎月２０銭，他村の児童は毎月２５銭と定め，同一家庭から２人以上の児童

が就学するときは１人全額，他は半額とされた。
２２ 明治期の『卒業証書台帳』の残存は尋常科のみであり，高等科はない。
２３ 松浦吾六編『賀茂郡下黒瀬小学校創立八十周年記念誌』下黒瀬村教育委員会，１９５４年，p．５２。
２４ たとえば，大正１０（１９２１）年度高等科在籍者（第１・２学年）は，尋常科の修業年限は６年であるから，大

正３（１９１４）～４（１９１５）年度尋常科学齢児童の層からの進学者となると見立てて算出した。形式的な数値操

作であり，ひとまずの目安として示す。
２５ 「進学」には，高等科修了後，直接，上級学校に進学した者のほか，一度就業したのち，就学することのあ

った者も一部含めて数えている。
２６ 拙稿「近代日本農村における女子中等教育機関の存立基盤―中黒瀬村の土肥実科高等女学校・高等女学校を

めぐって―」広島史学研究会『史学研究』２５５，２００７年，参照。

梶 井 一 暁

―６０―



【付記】資料調査にあたり，東広島市黒瀬町内の板城西小学校，上黒瀬小学校，乃美尾小学校，中黒瀬小学校，

下黒瀬小学校の各校から協力を賜った。記して謝意を表したい。

近代日本における初等教育の地域的展開 ――広島県賀茂郡黒瀬地域の事例――
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This paper examines four points at issue concerned with the establishment of Elementary Education in

Kurose area as an agricultural district :� the course of elementary education, � the elementary school at-

tendance in the early twentieth century, � the relationship between elementary school and villagers, �
what students going to do after graduation.

In these examinations, it is obvious that the custom which most of the villagers put their children in

school was firmly established in １９１０‐１９２０’s, and the number of students who went on to a higher stage

of education was rising from１９２０‐１９３０’s onwards in an agricultural district of Kurose area.

The Development of Japanese Elementary Education in the Modern Era
: The Case study of Kurose Area in Setouchi Region

KAJII Kazuaki
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